
○大阪大学学部学則（案）

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この学則は、大阪大学（以下「本学」という。）の学部の修業年限、教育課程その他の

学生の修学上必要な事項について、定めるものとする。 

（教育研究上の目的の公表等） 

第１条の２ 本学は、学部又は学科ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目

的を定め、公表するものとする。 

（学部及び学科） 

第２条 本学に、次の学部及び学科を置く。 

文学部 人文学科 

人間科学部 人間科学科 

外国語学部 外国語学科 

法学部 法学科、国際公共政策学科 

経済学部 経済・経営学科 

理学部 数学科、物理学科、化学科、生物科学科 

医学部 医学科、保健学科 

歯学部 歯学科 

薬学部 薬学科 

工学部 応用自然科学科、応用理工学科、電子情報工学科、環境・エネルギー工学科、地

球総合工学科 

基礎工学部 電子物理科学科、化学応用科学科、システム科学科、情報科学科 

（収容定員） 

第３条 前条に定める学部及び学科の収容定員は、別表１のとおりとする。 

（学年） 

第４条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学期） 

第５条 学年を分けて、次の４学期とする。 

春学期 

夏学期 

秋学期 

冬学期 

２ 春学期及び秋学期の開始日は、それぞれ４月１日及び１０月１日とし、夏学期及び冬学期

の開始日は、総長がその都度定める。 

３ 夏学期及び冬学期の終了日は、それぞれ９月３０日及び３月３１日とし、春学期及び秋学

期の終了日は、総長がその都度定める。 

（休業日） 

第６条 休業日は、次のとおりとする。 

日曜日及び土曜日 

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

大阪大学記念日 ５月１日 

春季休業 ４月１日から４月１０日まで 

夏季休業 ８月５日から９月３０日まで 

冬季休業 １２月２５日から翌年１月７日まで 

２ 春季休業、夏季休業及び冬季休業については、学部の事情により学部長が総長の承認を得

て、その都度変更することができる。 

３ 臨時の休業日については、総長がその都度定める。 

第７条 削除 

第２章 学生 

（修業年限） 

第８条 修業年限は、４年とする。ただし、医学部医学科、歯学部及び薬学部については、６

年とする。 

２ 第１０条の５の規定に基づき、長期にわたる教育課程の履修を認められた者（以下「長期

履修学生」という。）は、当該許可された年限を修業年限とする。 
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（在学年限） 

第９条 在学年限（長期履修学生の在学年限にあっても同様とする。）は、８年とする。ただし、

医学部医学科、歯学部及び薬学部については、１２年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１４条から第１５条までの規定により、入学を許可された者

の在学年限については、学部規程で別に定める。 

３ 学生が前２項に規定する在学年限に達したときは、当該学生はその身分を失う。 

（教育課程及びその履修方法等） 

第１０条 教育課程は、本学、学部及び学科の教育上の目的を達成するために、学位授与の方

針及び教育課程編成・実施の方針に基づき必要な授業科目を開設し、教養教育、専門教育及

び国際性涵養教育を基に体系的に編成するものとする。 

２ 授業科目の区分は、次のとおりとする。 

教養教育系科目 

    学問への扉、基盤教養教育科目、高度教養教育科目、情報教育科目、健康・スポーツ

教育科目、アドヴァンスト・セミナー、コミュニケーションデザイン科目 

専門教育系科目 

    専門基礎教育科目、専門教育科目 

国際性涵養教育系科目 

マルチリンガル教育科目、高度国際性涵養教育科目、国際交流科目 

３ 前項に定める区分の各授業科目、履修方法等については、学部規程で別に定める。ただし、

全学の協力のもとに実施する科目については、全学共通教育科目として別に定める。 

４ 前項の規定にかかわらず、コミュニケーションデザイン科目及び国際交流科目の開設及び

履修方法等については、別に定める。 

５ 第２項に定めるもののほか、教職教育科目を開設し、その授業科目、履修方法等について

は、別に定める。 

（大学院等高度副プログラム） 

第１０条の２ 前条の教育課程のほか、幅広い分野の素養等を培う教育を行うため、大学院等

高度副プログラムを開設する。 

２ 大学院等高度副プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

（授業の方法） 

第１０条の２の２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれ

らの併用により行うものとする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメデ

ィアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同

様とする。 

４ 第１項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外

の場所で行うことができる。 

（単位の計算方法） 

第１０条の２の３ 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、１単位の授業科目を４５時間

の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業に

よる教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するも

のとする。 

（１）講義及び演習については、１５時間から４５時間までの範囲で学部規程又は全学共通

教育規程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

（２）実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で学部規程又は全

学共通教育規程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

（３）１の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以上の方法の併用

により行う場合については、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を考慮して

学部規程又は全学共通教育規程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の

成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修を考

慮して、単位数を定めることができる。 

（学修証明書等） 

第１０条の２の４ 第１０条に規定する教育課程の一部をもって体系的に開設する授業科目の
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単位を修得した学生に対し、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１６３

条の２に規定する学修証明書を交付することができる。 

２ 前項に規定する体系的に開設する授業科目は、学修証明プログラムと称する。 

３ 前項に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

（他の大学等における授業科目の履修） 

第１０条の３ 学部長（学部長から委任を受けた者を含む。以下同じ。）が教授会の議を経て教

育上有益と認めるときは、他の大学、専門職大学若しくは短期大学（専門職短期大学を含む。

以下同じ。）又は外国の大学（専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。）若しく

は短期大学との協議に基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させることができる。ただ

し、やむを得ない事情により、外国の大学又は短期大学との協議を行うことが困難な場合は、

これを欠くことができる。 

２ 前項の規定により、学生が他の大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しく

は短期大学において修得した単位は、６０単位を限度として、卒業に要する単位に算入する

ことができる。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第１０条の３の２ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大

学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学におけ

る授業科目の履修とみなし、学部の定めるところにより単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることのできる単位は、前条第２項により修得した単位と合わせて

６０単位を限度とする。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１０条の４ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、本学に入学した者が本

学入学前に大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修

得した授業科目の単位（大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第３１条第１項に規

定する科目等履修生及び同条第２項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含

む。）を、本学において修得したものとして認定することができる。 

２ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、本学に入学した者が本学入学前に

行った前条第１項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学部の定める

ところにより単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとして認定し、又は与えることのできる単位数は、第１

４条から第１５条までの規定により入学又は転学を許可された場合を除き、本学において修

得した単位以外のものについては、第１０条の３第２項及び前条第２項の規定により修得し

た単位と合わせて６０単位を限度とする。 

４ 第１項に定めるもののうち、学生が本学の科目等履修生として修得した単位を本学に入学

した後に修得したものとみなすときは、その単位数、修得に要した期間その他当該学部が必

要と認める事項を勘案して当該学部が認める期間を、第８条に規定する修業年限に通算する

ことができる。ただし、その期間は、当該修業年限の２分の１を超えることができない。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第１０条の５ 学部長は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情によ

り、第８条第１項に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修

し、卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。 

（教育職員の免許状授与の所要資格の取得） 

第１０条の６ 本学における教育職員の免許状授与の所要資格の取得方法は、別に定める。 

（試験及び評価） 

第１０条の７ 履修した各授業科目の合否は、当該授業担当教員が実施する筆記試験によって

決定する。ただし、試験に代わる方法によることもできる。 

２ 各授業科目の試験の成績は、１００点を満点として次の評価をもって表し、Ａ＋からＣ－

までを合格、Ｆを不合格とする。 

Ａ＋（９０点以上） 

Ａ （８５点以上９０点未満） 

Ａ－（８０点以上８５点未満） 

Ｂ＋（７５点以上８０点未満） 

Ｂ （７０点以上７５点未満） 

Ｃ＋（６５点以上７０点未満） 

Ｃ （６１点以上６５点未満） 
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Ｃ－（６０点以上６１点未満） 

Ｆ （６０点未満） 

（成績評価基準等の明示等） 

第１０条の８ 本学においては、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計

画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 本学においては、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性

を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って

適切に行うものとする。 

（組織的な研修等） 

第１０条の９ 本学においては、教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するため

の組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

（入学） 

第１１条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の必要があり、かつ、教育上支障

がないと学部長が認めたときは、夏学期、秋学期及び冬学期の始めに入学させることができ

る。 

第１２条 入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

（２）通常の課程により、１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により

これに相当する学校を修了した者 

（３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者 

（５）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める

日以後に修了した者 

（６）文部科学大臣の指定した者 

（７）高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校卒

業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検

定規程（昭和２６年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

（８）本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認められた者で、１８歳に達したもの 

第１３条 入学を志願する者に対して、入学者受入れの方針に基づき選抜試験を行い、総長は、

教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。 

２ 選抜試験については、別に定める。 

第１４条 次の各号のいずれかに該当する者については、総長は、学部規程の定めるところに

より、教授会の議を経て、入学を許可することがある。 

（１）一の学部を卒業し、更に他の学部又は同一学部の他の学科（文学部、人間科学部及び

外国語学部の場合にあっては、同一学科の他の専攻分野）に入学を志願する者 

（２）学部を退学した後、更にその学部に入学を志願する者 

（３）他の大学又は専門職大学の学部を卒業し、更に本学の学部に入学を志願する者 

２ 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程（修業年限

が２年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）を修了した

者（学校教育法第９０条第１項に規定する者に限る。）で、本学の学部に編入学を志願するも

のについては、総長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、編入学を

許可することがある。 

３ 高等専門学校を卒業した者で、工学部又は基礎工学部に編入学を志願するものについては、

総長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、編入学を許可することが

ある。 

第１４条の２ 次の各号のいずれかに該当する者で、法学部第３年次に入学を志願するものに

ついては、総長は、法学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可する

ことがある。 

（１）大学若しくは専門職大学を卒業した者又は学校教育法第１０４条第７項の規定により

学士の学位を授与された者 

（２）大学又は専門職大学において２年以上在学し、法学部が別に定める所定の単位を修得
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した者 

（３）外国において学校教育における１４年以上の課程（日本における通常の課程による学

校教育の期間を含む。）を修了した者（外国において最終の学年を含め２年以上継続して

学校教育を受けていた者に限る。） 

（４）短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

第１４条の３ 次の各号のいずれかに該当する者で、人間科学部の第３年次に入学を志願する

ものについては、総長は、人間科学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、入学

を許可することがある。 

（１）大学若しくは専門職大学を卒業した者又は学校教育法第１０４条第７項の規定により

学士の学位を授与された者 

（２）大学又は専門職大学において２年以上在学し、人間科学部が別に定める所定の単位を

修得した者 

（３）短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

（４）外国において、前３号に相当する学校教育における課程を修了した者 

第１４条の４ 外国語学部又は経済学部の第３年次、医学部の第２年次若しくは第３年次又は

歯学部の第３年次に入学を志願する者については、総長は、当該学部規程の定めるところに

より、教授会の議を経て、入学を許可することがある。 

第１５条 他の大学又は専門職大学の学部の学生で本学に転学を志願する者については、総長

は、学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、転学を許可することがある。 

２ 前項の規定により、転学を願い出た者は、その際現に在学する大学又は専門職大学の長の

許可書を願書に添えなければならない。 

第１６条 第１４条から前条までの規定により、入学を許可された者であって、既に１学年以

上本学の授業科目を学修したものと同等以上の学力があると認定されたものの修業年数の計

算については、既に１学年以上本学において修業したものとみなすことができる。 

２ 前項の認定に当たり必要があるときは、学部規程の定めるところにより、試験を行う。 

第１７条 入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に別に定める書類を添えて、提

出しなければならない。 

第１８条 入学の許可は、別に定める書類の提出、入学料の納付等所定の手続を経た者に対し

て行う。 

第１９条 入学を許可された者が、次の各号のいずれかに該当する場合、入学の許可を取り消

すことがある。 

（１）前２条に定める手続その他に虚偽又は不正があった場合 

（２）その他総長が適当であると認めた場合 

第１９条の２ 次の各号のいずれかに該当する者が、その者に係る納付すべき入学料を所定の

期日までに納付しないときは、当該学生はその身分を失う。 

（１）第４５条の２第１項又は第２項の規定により入学料の免除を願い出た者で、免除

が不許可となったもの又は一部の免除が許可となったもの 

（２）第４５条の３第１項又は第２項の規定による入学料の徴収猶予の可否を決定され

た者 

（転部等） 

第１９条の３ 転部又は学科の変更を志願する学生については、志願先の学部長が、学部規程

の定めるところにより、転部又は学科の変更を許可することがある。 

２ 前項の規定により、転部を願い出た者は、その際現に在学する学部の長の許可書を願書に

添えなければならない。 

３ 第１項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、教授会の議

を経て学部長が行う。 

（転学） 

第２０条 他の大学又は専門職大学に転学を志願する学生は、学部長に願い出て、その許可を

受けなければならない。 

（留学） 

第２０条の２ 第１０条の３第１項の規定に基づき、外国の大学又は短期大学に留学を志願

する学生は、学部長に願い出て、その許可を受けなければならない。 

２ 前項により留学した期間は、第８条に規定する修業年限に算入するものとする。 

（休学） 

第２１条 学生が、疾病その他やむを得ない事由により３月以上修学できない場合は、学部長
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の許可を得て、その学年の終わりまで、休学することができる。 

第２２条 疾病のため、修学が不適当と認められる学生に対しては、学部長は、休学を命ずる

ことができる。 

第２３条 休学した期間は、在学年数には算入しない。 

第２４条 休学期間は、４年を超えることができない。ただし、医学部医学科、歯学部及び薬

学部については、その休学期間は、６年を超えることができないものとする。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、薬学部については、薬学部長が特別の事情があると認

めたときは、休学期間を延長することができる。 

第２５条 休学期間中に、その事由が消滅したときは、学部長の許可を得て、復学することが

できる。 

（退学） 

第２６条 学生が退学しようとするときは、事由を詳記した退学願書を、学部長に提出し、そ

の許可を受けなければならない。 

第２７条 削除 

（卒業） 

第２８条 第８条に規定する期間在学し、所定の授業科目を履修してその単位数を修得し、か

つ、学部規程に定める試験に合格した者に対し、学部長は、教授会の議を経て、卒業を認定

する。ただし、次項に定める場合を除き、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと学

部長が認めたときは、第８条に規定する期間在学しない場合でも、教授会の議を経て、卒業

を認定することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、医学部、歯学部及び薬学部を除き本学に３年以上在学した者で、

卒業の要件として当該学部の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものに対し、学部

長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、卒業を認定することができ

る。 

３ 学部長は、前２項により卒業を認定したときは、文書で総長に報告しなければならない。 

４ 第１項の規定による卒業に必要な単位のうち、第１０条の２の２第２項に規定する授業の

方法により修得する単位数は、６０単位を超えないものとする。 

（学士の学位） 

第２９条 総長は、前条により卒業の認定を受けた者に対し、卒業を決定し、学士の学位を授

与する。 

２ 前項の学位には、学部又は学科の区分に従い、次のとおり専攻分野の名称を付記するもの

とする。 

文学部 文学 

人間科学部 人間科学 

外国語学部 言語・文化 

法学部 法学 

経済学部 経済学 

理学部 理学 

医学部 医学科 医学 

保健学科 看護学 

保健衛生学 

歯学部 歯学 

薬学部 薬学 

工学部 工学 

基礎工学部 工学 

３ 本学において学士の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、大阪大学と

付記するものとする。 

４ 学士の学位記の様式は、別表２のとおりとする。 

（除籍） 

第３０条 削除 

第３１条 学生が故なく授業を受けないことが長きにわたるとき、又は成業の見込みがないと

きは、教授会の議を経て、総長は、除籍することができる。 

第３２条 学生が授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないときは、学部長は、除籍

することができる。 

（復籍） 
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第３２条の２ 前条の規定により除籍となった者から復籍の願い出があったときは、学部長は、

復籍を認めることができる。 

（懲戒） 

第３３条 学生に、本学の規則に違反し又はその本分に反する行為があるときは、教授会の議

を経て、総長が懲戒する。 

２ 懲戒は、戒告、停学及び放学とする。 

３ 停学の期間は、第９条に規定する在学年限に算入し、第８条に規定する修業年限に算入

しない。ただし、停学の期間が１月未満の場合には、修業年限に算入することができる。 

４ 懲戒に関する手続は、別に定める。 

第３章 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生 

（特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生） 

第３４条 他の大学、専門職大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学若しくは短

期大学との協議に基づき、学部長（大阪大学全学交換留学プログラムに係る場合にあっては、

学部長又は当該プログラムの受入部局の長。第３７条、第３８条の２及び第４０条において

同じ。）は、当該大学等に在学中の者を特別聴講学生として入学を許可し、授業科目を履修さ

せることができる。 

第３４条の２ 授業科目中１科目又は複数科目を選んで履修し、単位を修得しようとする者が

あるときは、学部長は、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。 

第３５条 授業科目中１科目又は複数科目を選んで聴講しようとする者があるときは、学部長

は、選考の上、聴講生として入学を許可することがある。 

第３６条 学部において特定事項について攻究しようとする者があるときは、学部長は、選考

の上、研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りで

ない。 

３ 在学期間は原則として１年とする。ただし、研究上必要と認めたときは在学期間を延長す

ることができる。 

第３７条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生として入学を志願する者は、願書

に別に定める書類を添えて、学部長に提出しなければならない。 

第３８条 実習及び攻究に要する特別の費用は、科目等履修生及び研究生の負担とする。 

第３８条の２ 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生が次の各号のいずれかに該当す

るときは、学部長は、除籍することができる。 

（１）成業の見込みがないと認められるとき。 

（２）授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないとき。 

第３９条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生については、この学則に定めるも

ののほか、学部規程（大阪大学全学交換留学プログラムに係るものにあっては、大阪大学全

学交換留学プログラムに関する規程）で定める。 

第４章 特別の課程 

 （履修証明プログラム） 

第３９条の２ 本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第１０５条に規定する特別の課程

として、履修証明プログラムを編成することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

第５章 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第４０条 外国人で留学のため、本学に学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究

生として入学を志願する者があるときは、選考の上、総長又は学部長は、入学を許可するこ

とがある。 

２ 前項の許可を受け入学する者を外国人留学生という。 

第４１条 削除 

第４２条 削除  

第４３条 削除  

第６章 検定料、入学料及び授業料 

（検定料の納付） 

第４４条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、検定料を納付しなければならない。 

（検定料の免除） 

第４４条の２ 総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、検定料を免除することが
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できる。 

（入学料の納付） 

第４５条 入学に当たっては、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。 

（入学料の免除等） 

第４５条の２ 入学する者（科目等履修生、聴講生又は研究生として入学する者を除く。以下

この項及び次項並びに次条第１項及び第２項において同じ。）であって、次の各号のいずれか

に該当する特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められるものには、別に

定めるところにより、入学料の全部又は一部を免除することができる。 

（１）入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下この号

において「学資負担者」という。）が死亡した場合、又は入学する者若しくは学資負担者

が風水害等の災害を受けた場合 

（２）前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合 

２ 前項に定めるもののほか、入学する者であって、大学等における修学の支援に関する法律

（令和元年法律第８号。以下「修学支援法」という。）に基づく入学料免除の支援対象者の要

件を満たすと認めるときは、別に定めるところにより、入学料の全部又は一部を免除するこ

とができる。 

３ 第１９条の２の規定により学生の身分を失った場合は、別に定めるところにより、当該

学生に係る入学料を免除することができる。 

４ 本学学部に合格し、一方の学部に対する入学（編入学、転入学及び聴講生、研究生として

の入学を除く。）手続を行った後に、その入学を辞退し、他方の学部に対する入学手続を行う

者については、入学料を免除することができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、入学料

を免除することができる。 

６ 第１項又は第２項の規定により入学料の免除を受けている者が別に定める事由に該当する

と認められる場合は、その入学料の免除を取り消すものとする。 

第４５条の３ 入学する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところによ

り、入学料の徴収を猶予することができる。 

（１）経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合 

（２）前条第１項第１号に掲げる場合で、納付期限までに入学料の納付が困難であると認め

られる場合 

（３）その他やむを得ない事情があると総長が認めた場合 

２ 前項に定めるもののほか、修学支援法に基づく入学料免除の申請を入学する者から受理し

た場合は、別に定めるところにより、入学料の徴収を猶予することができる。 

３ 前２項の徴収猶予の期間は、当該入学に係る年度を超えないものとする。 

４ 第１項の規定により入学料の徴収猶予を受けている者が別に定める事由に該当すると認め

られる場合は、その入学料の徴収猶予を取り消すものとする。 

第４５条の４ 第４５条の２第１項若しくは第２項又は前条第１項若しくは第２項の規

定により、入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、所定の期日までに必要書類を

添えて、総長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者に係る入学料の納付については、

免除又は徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予することができる。 

（授業料の納付） 

第４６条 学生は、授業料を毎年前期（４月から９月まで）及び後期（１０月から翌年３月ま

で）の２期に分けて、所定の期日までに、年額の２分の１ずつ納付しなければならない。た

だし、特別の事情がある場合は、月割分納を許可することができる。 

２ 第１項本文の規定にかかわらず、学生は、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度

の後期に係る授業料を併せて納付することができる。 

３ 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生は、各期に受講する単位数分又は月数分

の授業料を第１項（ただし書を除く。）に準じて納付しなければならない。 

４ 第１項ただし書の月割分納を許可された者は、授業料年額の１２分の１に相当する額を毎

月納付しなければならない。ただし、夏季及び冬季休業中の授業料については、その開始前

に納付させるものとする。 

第４７条 学生が退学し、除籍又は放学された場合の授業料については、別に定める場合を除

くほか、その納期に属する分は徴収する。 

２ 停学中の学生の授業料については、その期間中も徴収する。 

－学則－8－



（授業料の免除等） 

第４８条 学生が休学した場合の授業料は、休学月の翌月（休学する日が月の初日からのとき

は、その月）から復学当月の前月まで月割をもって免除する。ただし、休学する日が前期に

あっては５月以後、後期にあっては１１月以後であって、授業料の徴収猶予又は月額分納を

許可されていない者で、かつ、前期にあっては４月末日までに、後期にあっては１０月末日

までに休学を許可されていないものの当該期の授業料については、この限りでない。 

２ 第１９条の２の規定により学生の身分を失った場合、第３２条若しくは第３８条の

２の規定により学生を除籍した場合、又は死亡若しくは行方不明のため、学籍を除いた場合

は、当該学生に係る未納の授業料の全額を免除することができる。 

３ 第４９条の規定により授業料の徴収猶予を許可されている学生が退学した場合は、月割計

算により、退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。 

第４９条 本学の学生（科目等履修生、聴講生及び研究生を除く。次項において同じ。）であっ

て、経済的理由によって授業料の納付が困難であると認めるとき、その他やむを得ない事情

があると認めるときは、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部を免除し、又

はその徴収を猶予することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、本学の学生であって、修学支援法に基づく授業料免除の支援対

象者の要件を満たすと認めるときは、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部

を免除し、又はその徴収を猶予することができる。 

３ 前２項の徴収猶予の期間は、当該年度を超えないものとする。 

第４９条の２ 前２条に定めるもののほか、総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合

は、授業料を免除することができる。 

第５０条 第４９条の規定により授業料の免除又は徴収猶予（月割分納の場合を含む。以下同

じ。）を受けようとする者は、その事由を具して所定の期日までに総長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定により授業料の免除又は徴収猶予を願い出た者に係る授業料の納付については、

免除若しくは徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予することができる。 

第５１条 授業料の免除又は徴収猶予を受ける学生は、納期ごとに総長が定める。 

第５２条 第４９条第１項の規定により授業料の免除を受けている者がその事由を失ったとき

は、その当月から当該期末までの授業料を月割をもって納付しなければならない。 

２ 第４９条第１項又は第２項の規定により授業料の免除を受けている者が別に定める事由に

該当すると認められる場合は、その授業料の免除を取り消すものとする。 

３ 前項の規定により授業料の免除を取り消されたときは、当該免除に係る授業料を所定の期

日までに納付しなければならない。 

４ 第４９条第１項又は第２項の規定により授業料の徴収猶予を受けている者が別に定める事

由に該当すると認められる場合は、その授業料の徴収猶予を取り消すものとする。 

５ 第４９条第１項若しくは第２項の規定により授業料の徴収猶予を受けている者がその事由

を失ったとき又は前項の規定により授業料の徴収猶予が取り消されたときは、直ちに授業料

を納付しなければならない。 

（授業料等の不徴収等） 

第５２条の２ 第４４条及び第４５条の規定にかかわらず、特別聴講学生に係る検定料及び

入学料は徴収しない。 

２ 第４６条第３項の規定にかかわらず、 特別聴講学生が次のいずれかに該当する場合は、授

業料を徴収しない。   

（１）国立の大学又は専門職大学の学生 

（２）本学と相互に授業料の不徴収を定めた相互単位互換協定（部局間協定を含む。）に基づ

き授業科目を履修する公立若しくは私立の大学、専門職大学若しくは短期大学又は国立、

公立若しくは私立の高等専門学校の学生 

３ 第４４条、第４５条及び第４６条の規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要

項（昭和２９年３月３１日文部大臣裁定）に基づき入学する者及び本学と外国の大学等との

間において相互に検定料、入学料及び授業料の不徴収を定めた大学間交流協定（部局間交流

協定を含む。）に基づき入学する者については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。 

（検定料、入学料及び授業料の額） 

第５３条 第４４条の検定料、第４５条の入学料及び第４６条の授業料の額は、大阪大

学学生納付金規程（以下「納付金規程」という。）の定めるところによる。 

（納付済の検定料、入学料及び授業料） 

第５４条 納付済の検定料、入学料及び授業料は返付しない。 
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２ 第１３条に規定する選抜試験における次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項

の規定にかかわらず、その者の申出により、前項の検定料のうち当該各号に掲げる額を返付

する。 

（１）出願書類等による選抜（以下「第１段階目の選抜」という。）を行い、その合格者に限

り学力検査その他による選抜（以下「第２段階目の選抜」という。）を行う場合において、

第１段階目の選抜に合格しなかった者 納付金規程第２条第４項に定める第２段階

目の選抜に係る検定料相当額（以下「第２段階目選抜検定料相当額」という。） 

（２）出願を受け付けた後において、大学入学共通テストの受験科目の不足により出願資格

のないことが判明した者 第２段階目選抜検定料相当額 

３ 第４６条第２項の規定により前期分の授業料納付の際、後期分授業料を併せて納付した

者が、前期末までに休学又は退学した場合は、納付した者の申出により後期分授業料相当額

を返付する。 

４ 第４５条の２第２項又は第４９条第２項の規定により入学料又は授業料の免除が認定され

た場合で、免除対象の入学料又は授業料を納付済のときは、それぞれ免除された額の相当額

を返付する。 

第７章 学寮等 

（学寮等） 

第５５条 本学に、学寮及び外国人留学生を寄宿させる施設（以下「学寮等」という。）を設け

る。 

第５６条 学寮等について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この通則は、公布の日から施行する。 

２ 次の規程は、廃止する。 

大阪大学通則（昭和６年５月１日制定） 

３ この通則施行の際、現に在学する旧制学部の学生については、学期、修業年限、在学年数、

学科課程、履修方法及び卒業については、なお従前の例による。 

４ 昭和２７年３月３１日以前に入学し、引続き在学する者並びに他の国立大学から転学した

者の授業料については、なお従前の例による。 

５ 旧制の大学院に関する規定は、なお従前の例による。 

附 則 

１ この改正は、昭和２８年８月１日から適用する。 

２ 昭和２８年８月１日現在、法経学部法学科に在学する学生は、法学部法学科に、同じく経

済学科に在学する学生は、経済学部経済学科に同日付をもって移籍するものとする。 

附 則 

１ この改正は、昭和３０年４月１日から施行する。 

２ 従前の規定により、医学部医学科及び歯学部に入学したものは、この改正にかかわらず、

修業年限、在学年数、休学期間については、なお従前の規定による。 

３ 従前の規定により、医学部医学科及び歯学部への入学資格を得たものは、昭和３１年３月

３１日までは、第８条但書の専門の課程へ入学を志願することができる。但し、昭和３２年

度以降の入学については、当該学部規程の定めるところによる。 

附 則 

１ この改正は、昭和３０年７月１日から施行する。 

２ 昭和３０年７月１日現在医学部薬学科に在学する学生は、薬学部薬学科に同日付をもって

移籍するものとする。 

附 則 

この改正は、昭和３０年１１月１６日から施行し、昭和３０年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この改正は、昭和３１年４月１日から施行する。 

２ 昭和３１年３月３１日以前に入学し、引続き在学する者（他の国立大学に２年以上在学し、

引続き医学部および歯学部に入学するものを含む。）の授業料の額については、なお従前の例

による。 

附 則 

この改正は、昭和３２年５月２９日から施行し、昭和３２年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和３３年１０月２２日から施行し、昭和３３年４月１日から適用する。 
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附 則 

この改正は、昭和３４年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和３４年４月２２日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和３５年４月２７日から施行し、昭和３５年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この改正は、昭和３６年４月１日から施行する。 

２ 昭和３６年３月３１日現在、工学部機械工学第２学科に在籍する学生は、昭和３６年４月

１日付をもって基礎工学部機械工学科に移籍するものとする。 

附 則 

この改正は、昭和３６年１１月１５日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和３７年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和３８年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和３８年３月２０日から施行する。ただし、昭和３８年３月３１日現在外国

人特別学生として在学中の者は、なお従前の例による。 

附 則 

この改正は、昭和３８年４月１７日から施行し、昭和３８年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この改正は、昭和３８年５月１５日から施行し、昭和３８年４月１日から適用する。 

２ 昭和３８年３月３１日以前に入学し、引き続き在学している者ならびに他の国立大学から

転学した者の授業料については、なお従前の例による。 

３ 昭和３８年３月３１日以前に入学し、引き続き在学している選科生および専攻生の授業料

については、当該学部規程に定められた在学期間が満了するまでの間は、なお従前の例によ

る。ただし、在学期間の延長された場合に、その延長期間の始期が昭和３８年４月１日以後

のものを除く。 

附 則 

この改正は、昭和３９年３月１８日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和４０年５月１７日から施行し、昭和４０年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この改正は、昭和４１年５月１１日から施行し、昭和４１年４月１日から適用する。 

２ 昭和４１年度の入学、転学、編入学又は再入学に係る検定料については、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この改正は、昭和４２年５月１７日から施行し、昭和４２年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和４３年６月１９日から施行し、昭和４３年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和４４年７月１６日から施行し、昭和４４年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和４５年５月２０日から施行し、昭和４５年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和４６年５月１９日から施行し、昭和４６年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この改正は、昭和４７年５月１７日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。 

２ 昭和４７年３月３１日以前に入学し、引き続き在学している学生については、通則第１条、

第２９条及び第４６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 昭和４７年４月１日以後に転学、編入学又は再入学をした者の授業料は、通則第４６条の

規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。 

４ 昭和４７年度に入学した学生、選科生、聴講生及び研究生（昭和４７年３月３１日以前に

入学し、引き続き在学を許可された研究生を含む。）の授業料は、昭和４７年度に限り、前期
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分にあっては、従前の例により、後期分にあっては、改正後の規定による。 

５ 昭和４７年４月１日前から引き続き在学している研究生で、通則第３６条第２項ただし書

により入学した者の授業料は、その在学期間が満了するまでの間は従前の額とする。 

６ 昭和４７年度に入学を許可された者の入学料は、通則第４５条の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 

７ 昭和４７年度の入学、転学、編入学又は再入学に係る検定料は、通則第４４条の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この改正は、昭和４７年１０月１８日から施行し、昭和４７年４月１日から適用する。ただ

し、特別聴講学生の授業料については、昭和４７年１０月１日から適用する。 

附 則 

１ この改正は、昭和４８年５月１６日から施行し、昭和４８年４月１日から適用する。ただ

し、第６条にかかる改正は、昭和４８年４月１２日から適用する。 

２ 昭和４８年３月３１日に文学部及び工学部冶金学科に在学している学生については、第１

条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この改正は、昭和５０年４月１６日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する。 

２ 昭和５０年３月３１日に工学部冶金・金属材料工学科に在学している学生については、改

正後の通則第１条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 昭和５０年度の入学、転学、編入学又は再入学に係る検定料は、改正後の通則第４４条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この改正は、昭和５１年１月２１日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５１年６月１６日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和５２年１１月１４日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５３年９月２０日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５４年９月１９日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５５年６月１１日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５６年３月１７日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５８年４月２０日から施行し、昭和５８年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和５９年４月１８日から施行し、昭和５９年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、昭和５９年５月１６日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和６０年７月１７日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、昭和６１年４月１６日から施行し、昭和６１年４月１日から適用する。 

２ 大阪大学学生定員（昭和３７年５月１６日制定）は、廃止する。 

３ 昭和６１年度から昭和６３年度までの総定員及び総定員合計は、改正後の別表の規定にか

かわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部名 学科名 昭和６１年度総定員 昭和６２年度総定員 昭和６３年度総定員 

文学部           

哲学科   ３２７ ３３４ ３４１
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史学科 

文学科 

          

美学科 １２３ １２６ １２９

日本学科 ３５ ７０ １０５

計 ４８５ ５３０ ５７５

人間科学部 人間科学科 ４１０ ４２０ ４３０

法学部 法学科 ７１０ ７４０ ７７０

経済学部 経済学科 ５７８ ５９６ ６１４

経営学科 ２４７ ２５４ ２６１

計 ８２５ ８５０ ８７５

理学部 数学科 ２００ ２００ ２００

物理学科 １７７ １９４ ２１１

化学科 ２０２ ２０４ ２０６

生物学科 ８１ ８２ ８３

高分子学科 １２０ １２０ １２０

計 ７８０ ８００ ８２０

医学部 医学科 ６８０ ６８０ ６８０

歯学部 歯学科 ４４０ ４４０ ４４０

薬学部 薬学科 １６０ １６０ １６０

製薬化学科 １６０ １６０ １６０

計 ３２０ ３２０ ３２０

工学部 機械工学科 ２１１ ２０２ １９３

応用化学科 １６５ １７０ １７５

応用精密化学科 １６５ １７０ １７５

醗酵工学科 １６４ １６８ １７２

冶金工学科 １６５ １７０ １７５

金属材料工学科 １６５ １７０ １７５

造船学科 １６４ １６８ １７２

電気工学科 １６５ １７０ １７５

精密工学科 １６５ １７０ １７５

応用物理学科 １６５ １７０ １７５

通信工学科 １６５ １７０ １７５

溶接工学科 ２０６ ２１２ ２１８

土木工学科 １６５ １７０ １７５
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建築工学科 １６５ １７０ １７５

電子工学科 １６５ １７０ １７５

原子力工学科 １６５ １７０ １７５

産業機械工学科 １６５ １７０ １７５

環境工学科 １６５ １７０ １７５

電子制御機械工学科 ４０ ８０ １２０

計 ３，０９５ ３，２１０ ３，３２５

基礎工学部 機械工学科 ３２０ ３２０ ３２０

合成化学科 １６０ １６０ １６０

電気工学科 １６５ １７０ １７５

制御工学科 １２５ １３０ １３５

物性物理工学科 ２００ ２００ ２００

化学工学科 ２００ ２００ ２００

生物工学科 １６０ １６０ １６０

情報工学科 １６５ １７０ １７５

計 １，４９５ １，５１０ １，５２５

総定員合計 ９，２４０ ９，５００ ９，７６０

 

附 則 

１ この改正は、昭和６２年２月１８日から施行する。ただし、第９条及び第３０条の改正規

定は、昭和６２年４月１日から施行する。 

２ 昭和６２年３月３１日現在在学中の学生については、改正後の第９条及び第３０条の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この改正は、昭和６２年４月１５日から施行し、昭和６２年４月１日から適用する。 

２ 工学部溶接工学科は、改正後の第１条の規定にかかわらず、昭和６２年３月３１日に当該

学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 昭和６２年度から昭和６４年度までの総定員及び総定員合計は、改正後の別表の規定にか

かわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部名 学科名 昭和６２年度総定員 昭和６３年度総定員 昭和６４年度総定員 

文学部           

哲学科 

史学科 

文学科 

  ３４１ ３５５ ３６９

          

美学科 １２９ １３５ １４１

日本学科 ７０ １０５ １４０

計 ５４０ ５９５ ６５０

人間科学部 人間科学科 ４３０ ４５０ ４７０
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法学部 法学科 ７５０ ７９０ ８３０

経済学部 経済学科 ６０３ ６２８ ６５３

経営学科 ２５７ ２６７ ２７７

計 ８６０ ８９５ ９３０

理学部 数学科 ２０２ ２０４ ２０６

物理学科 １９４ ２１１ ２２８

化学科 ２０５ ２０８ ２１１

生物学科 ８３ ８５ ８７

高分子学科 １２１ １２２ １２３

計 ８０５ ８３０ ８５５

医学部 医学科 ６８０ ６８０ ６８０

歯学部 歯学科 ４４０ ４４０ ４４０

薬学部 薬学科 １６０ １６０ １６０

製薬化学科 １６０ １６０ １６０

計 ３２０ ３２０ ３２０

工学部 機械工学科 ２０２ １９３ １８４

応用化学科 １７０ １７５ １８０

応用精密化学科 １７０ １７５ １８０

醗酵工学科 １６８ １７２ １７６

冶金工学科 １７０ １７５ １８０

金属材料工学科 １７０ １７５ １８０

造船学科 １６８ １７２ １７６

電気工学科 １７０ １７５ １８０

精密工学科 １７０ １７５ １８０

応用物理学科 １７０ １７５ １８０

通信工学科 １７０ １７５ １８０

生産加工工学科 ２１２ ２１８ ２２６

土木工学科 １７０ １７５ １８０

建築工学科 １７０ １７５ １８０

電子工学科 １７０ １７５ １８０

原子力工学科 １７０ １７５ １８０

産業機械工学科 １７０ １７５ １８０

環境工学科 １７０ １７５ １８０

電子制御機械工学科 ８０ １２０ １６０

計 ３，２１０ ３，３２５ ３，４４０
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基礎工学部 機械工学科 ３２０ ３２０ ３２０

合成化学科 １６０ １６０ １６０

電気工学科 １７５ １８５ １９５

制御工学科 １３５ １４５ １５５

物性物理工学科 ２００ ２００ ２００

化学工学科 ２００ ２００ ２００

生物工学科 １６０ １６０ １６０

情報工学科 １７５ １８５ １９５

計 １，５２５ １，５５５ １，５８５

総定員合計 ９，５６０ ９，８８０ １０，２００

 

附 則 

この改正は、昭和６３年１月２０日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和６３年４月２０日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、昭和６３年５月１８日から施行し、昭和６３年４月１日から適用する。 

２ 工学部冶金工学科及び金属材料工学科は、改正後の第１条の規定にかかわらず、昭和６３

年３月３１日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するも

のとする。 

３ 昭和６３年度から昭和６５年度までの総定員及び総定員合計は、改正後の別表の規定にか

かわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部名 学科名 昭和６３年度総定員 昭和６４年度総定員 昭和６５年度総定員 

文学部           

哲学科 

史学科 

文学科 

  ３６２ ３８３ ３９７

          

美学科 １３６ １４３ １４７

日本学科 １０５ １４０ １４０

計 ６０３ ６６６ ６８４

人間科学部 人間科学科 ４５７ ４８４ ５０１

法学部 法学科 ８００ ８５０ ８７０

経済学部 経済学科 ６２８ ６５３ ６６０

経営学科 ２６７ ２７７ ２８０

計 ８９５ ９３０ ９４０

理学部 数学科 ２０４ ２０６ ２０８

物理学科 ２１１ ２２８ ２２８

化学科 ２０８ ２１１ ２１２
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生物学科 ８５ ８７ ８８

高分子学科 １２２ １２３ １２４

計 ８３０ ８５５ ８６０

医学部 医学科 ６８０ ６８０ ６８０

歯学部 歯学科 ４４０ ４４０ ４４０

薬学部 薬学科 １６０ １６０ １６０

製薬化学科 １６０ １６０ １６０

計 ３２０ ３２０ ３２０

工学部 機械工学科 １９３ １８４ １８４

応用化学科 １７５ １８０ １８０

応用精密化学科 １７５ １８０ １８０

醗酵工学科 １７２ １７６ １７６

材料開発工学科 １７５ １８０ １８０

材料物性工学科 １７５ １８０ １８０

造船学科 １７２ １７６ １７６

電気工学科 １７５ １８０ １８０

精密工学科 １７５ １８０ １８０

応用物理学科 １７５ １８０ １８０

通信工学科 １７５ １８０ １８０

生産加工工学科 ２１８ ２２４ ２２４

土木工学科 １７５ １８０ １８０

建築工学科 １７５ １８０ １８０

電子工学科 １７５ １８０ １８０

原子力工学科 １７５ １８０ １８０

産業機械工学科 １７５ １８０ １８０

環境工学科 １７５ １８０ １８０

電子制御機械工学科 １２０ １６０ １６０

計 ３，３２５ ３，４４０ ３，４４０

基礎工学部 機械工学科 ３２３ ３２６ ３２９

合成化学科 １６３ １６６ １６９

電気工学科 １８５ １９５ ２００

制御工学科 １４５ １５５ １６０

物性物理工学科 ２０３ ２０６ ２０９

化学工学科 １９８ １９６ １９４

生物工学科 １６３ １６６ １６９
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情報工学科 ２１５ ２５５ ２９０

計 １，５９５ １，６６５ １，７２０

総定員合計 ９，９４５ １０，３３０ １０，４５５

 

附 則 

１ この改正は、平成元年５月１７日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

２ 工学部造船学科は、改正後の第１条の規定にかかわらず、平成元年３月３１日に当該学科

に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 平成元年度から平成３年度までの総定員及び総定員合計は、改正後の別表の規定にかかわ

らず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部名 学科名 平成元年度総定員 平成２年度総定員 平成３年度総定員 

文学部           

哲学科 

史学科 

文学科 

  ３８３ ３９７ ４０４

          

美学科 １４３ １４７ １４８

日本学科 １４０ １４０ １４０

計 ６６６ ６８４ ６９２

人間科学部 人間科学科 ４８４ ５０１ ５０８

法学部 法学科 ８５０ ８７０ ８８０

経済学部 経済学科 ６５３ ６６０ ６６０

経営学科 ２７７ ２８０ ２８０

計 ９３０ ９４０ ９４０

理学部 数学科 ２０６ ２０８ ２０８

物理学科 ２２８ ２２８ ２２８

化学科 ２１１ ２１２ ２１２

生物学科 ８７ ８８ ８８

高分子学科 １２３ １２４ １２４

計 ８５５ ８６０ ８６０

医学部 医学科 ６８０ ６８０ ６８０

歯学部 歯学科 ４４０ ４４０ ４４０

薬学部 薬学科 １６０ １６０ １６０

製薬化学科 １６０ １６０ １６０

計 ３２０ ３２０ ３２０

工学部 機械工学科 １８４ １８４ １８４

応用化学科 １８０ １８０ １８０
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応用精密化学科 １８０ １８０ １８０

醗酵工学科 １７６ １７６ １７６

材料開発工学科 １８０ １８０ １８０

材料物性工学科 １８０ １８０ １８０

船舶海洋工学科 １７６ １７６ １７６

電気工学科 １８０ １８０ １８０

精密工学科 １８０ １８０ １８０

応用物理学科 １８０ １８０ １８０

通信工学科 １８０ １８０ １８０

生産加工工学科 ２２４ ２２４ ２２４

土木工学科 １８０ １８０ １８０

建築工学科 １８０ １８０ １８０

電子工学科 １８０ １８０ １８０

原子力工学科 １８０ １８０ １８０

産業機械工学科 １８０ １８０ １８０

環境工学科 １８０ １８０ １８０

電子制御機械工学科 １６０ １６０ １６０

情報システム工学科 ４０ ８０ １２０

計 ３，４８０ ３，５２０ ３，５６０

基礎工学部 機械工学科 ３２６ ３２９ ３３２

合成化学科 １６６ １６９ １７２

電気工学科 １９５ ２００ ２００

制御工学科 １５５ １６０ １６０

物性物理工学科 ２０６ ２０９ ２１２

化学工学科 １９６ １９４ １９２

生物工学科 １６６ １６９ １７２

情報工学科 ２５５ ２９０ ３２０

計 １，６６５ １，７２０ １，７６０

総定員合計 １０，３７０ １０，５３５ １０，６４０

 

附 則 

この改正は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成２年４月１９日から施行し、平成２年４月１日から適用する。 

２ 平成２年度から平成６年度までの総定員（ただし、医学部を除く各学部については、平成

４年度までとする。）及び全学部の総定員合計については、改正後の別表の規定にかかわらず、

次の表に掲げるとおりとする。 

学部名 学科名 平成２年度総定平成３年度総定平成４年度総定平成５年度総定平成６年度総定
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員 員 員 員 員 

文学部                   

哲学科 

史学科 

文学科 

  ３９７  ４０４  ４０４ ― ―

                  

美学科 １４７ １４８ １４８    

日本学科 １４０ １４０ １４０    

計 ６８４ ６９２ ６９２    

人間科

学部 

人間科学科 ５１１ ５２８ ５３８ ― ―

法学部 法学科 ８７０ ８８０ ８８０ ― ―

経済学

部 

経済学科 ６６０ ６６０ ６６０    

経営学科 ２８０ ２８０ ２８０ ― ―

計 ９４０ ９４０ ９４０    

理学部 数学科 ２０８ ２０８ ２０８    

物理学科 ２２８ ２２８ ２２８    

化学科 ２１２ ２１２ ２１２ ― ―

生物学科 ８８ ８８ ８８    

高分子学科 １２４ １２４ １２４    

計 ８６０ ８６０ ８６０    

医学部 医学科 ６６０ ６４０ ６２０ ６００ ５９０

歯学部 歯学科 ４２５ ４１０ ３９５ ― ―

薬学部 薬学科 １６０ １６０ １６０    

製薬化学科 １６０ １６０ １６０ ― ―

計 ３２０ ３２０ ３２０    

工学部 機械工学科 １８４ １８４ １８４    

応用化学科 １８０ １８０ １８０    

応用精密化学科 １８０ １８０ １８０    

醗酵工学科 １７６ １７６ １７６    

材料開発工学科 １８０ １８０ １８０    

材料物性工学科 １８０ １８０ １８０    

船舶海洋工学科 １７６ １７６ １７６    

電気工学科 １８０ １８０ １８０    

精密工学科 １８０ １８０ １８０    
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応用物理学科 １８０ １８０ １８０    

通信工学科 １８０ １８０ １８０ ― ―

生産加工工学科 ２２４ ２２４ ２２４    

土木工学科 １８０ １８０ １８０    

建築工学科 １８０ １８０ １８０    

電子工学科 １８０ １８０ １８０    

原子力工学科 １８０ １８０ １８０    

産業機械工学科 １８０ １８０ １８０    

環境工学科 １８０ １８０ １８０    

電子制御機械工

学科 

１６０ １６０ １６０    

情報システム工

学科 

８０ １２０ １６０    

計 ３，５２０ ３，５６０ ３，６００    

基礎工

学部 

機械工学科 ３２９ ３３２ ３３２    

合成化学科 １６９ １７２ １７２    

電気工学科 ２００ ２００ ２００    

制御工学科 １６０ １６０ １６０    

物性物理工学科 ２０９ ２１２ ２１２ ― ―

化学工学科 １９４ １９２ １９２    

生物工学科 １６９ １７２ １７２    

情報工学科 ２９０ ３２０ ３２０    

計 １，７２０ １，７６０ １，７６０    

総定員合計 １０，５１０ １０，５９０ １０，６０５ １０，５８５ １０，５７５

 

附 則（抄） 

１ この改正は、平成３年３月２０日から施行し、平成３年３月１日から適用する。 

附 則 

１ この改正は、平成３年４月１７日から施行し、平成３年４月１日から適用する。 

２ 工学部醗酵工学科は、改正後の第１条の規定にかかわらず、平成３年３月３１日に当該学

科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 平成３年度から平成５年度までの総定員及び総定員合計については、改正後の別表の規定

にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

学部名 学科名 平成３年度総定員 平成４年度総定員 平成５年度総定員 

文学部               

哲学科 

史学科 

文学科 

  ４１４  ４２４  ４３４
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美学科 １４８ １４８ １４８

日本学科 １４０ １４０ １４０

計 ７０２ ７１２ ７２２

人間科学部 人間科学科 ５３８ ５５８ ５７８

法学部 法学科 ８９０ ９００ ９１０

経済学部 経済学科 ６７０ ６８０ ６９０

経営学科 ２８０ ２８０ ２８０

計 ９５０ ９６０ ９７０

理学部 数学科 ２０８ ２０８ ２０８

物理学科 ２２８ ２２８ ２２８

化学科 ２１２ ２１２ ２１２

生物学科 ８８ ８８ ８８

高分子学科 １２４ １２４ １２４

宇宙・地球科学科 ４０ ８０ １２０

計 ９００ ９４０ ９８０

医学部 医学科 ６４０ ６２０ ６００

歯学部 歯学科 ４１０ ３９５ ３８０

薬学部 薬学科 １６０ １６０ １６０

製薬化学科 １６０ １６０ １６０

計 ３２０ ３２０ ３２０

工学部 機械工学科 １８４ １８４ １８４

応用化学科 １８０ １８０ １８０

応用精密化学科 １８０ １８０ １８０

応用生物工学科 １９６ ２１６ ２３６

材料開発工学科 １８０ １８０ １８０

材料物性工学科 １８０ １８０ １８０

船舶海洋工学科 １７６ １７６ １７６

電気工学科 １８０ １８０ １８０

精密工学科 １８０ １８０ １８０

応用物理学科 １８０ １８０ １８０

通信工学科 １８０ １８０ １８０

生産加工工学科 ２２４ ２２４ ２２４

土木工学科 １８０ １８０ １８０

建築工学科 １８０ １８０ １８０
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電子工学科 １８０ １８０ １８０

原子力工学科 １８０ １８０ １８０

産業機械工学科 １８０ １８０ １８０

環境工学科 １８０ １８０ １８０

電子制御機械工学科 １６０ １６０ １６０

情報システム工学科 １２０ １６０ １６０

計 ３，５８０ ３，６４０ ３，６６０

基礎工学部 機械工学科 ３３２ ３３２ ３３２

合成化学科 １７２ １７２ １７２

電気工学科 ２００ ２００ ２００

制御工学科 １６０ １６０ １６０

物性物理工学科 ２１２ ２１２ ２１２

化学工学科 １９２ １９２ １９２

生物工学科 １７２ １７２ １７２

情報工学科 ３２０ ３２０ ３２０

計 １，７６０ １，７６０ １，７６０

総定員合計 １０，６９０ １０，８０５ １０，８８０

 

附 則 

この改正は、平成３年７月１７日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成３年７月３０日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成３年１２月１８日から施行する。 

２ 改正前の第１２条第４号の規定により指定されていた在外教育施設（以下この項において

「施設」という。）の当該課程を修了した者（当該施設が改正後の第１２条第４号の規定によ

り認定された場合において、当該施設の当該課程を認定後に修了した者を除く。）は、改正後

の第１２条第４号に掲げる者とみなす。 

附 則 

１ この改正は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 基礎工学部制御工学科は、改正後の第１条の規定にかかわらず、平成４年３月３１日に当

該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 改正後の別表１の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる学部学科の平成４年度から平成

６年度までの総定員及び総定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成４年度総定員 平成５年度総定員 平成６年度総定員 

文学部               

哲学科 

史学科 

文学科 

  ４３４  ４５４  ４７４
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計 ７２２ ７４２ ７６２

人間科学部 人間科学科 ５５８ ５７８ ５８８

法学部 法学科 ９１０ ９３０ ９５０

経済学部 経済学科 ６８０ ６９０ ７００

経営学科 ２９０ ３００ ３１０

計 ９７０ ９９０ １，０１０

理学部 宇宙・地球科学科 ８０ １２０ １６０

計 ９４０ ９８０ １，０２０

医学部 医学科 ６２０ ６００ ５９０

歯学部 歯学科 ３９５ ３８０ ３８０

工学部 応用生物工学科 ２１６ ２３６ ２５６

計 ３，６４０ ３，６６０ ３，６８０

基礎工学部 電気工学科 ２１０ ２２０ ２３０

システム工学科 １８０ ２００ ２２０

計 １，７９０ １，８２０ １，８５０

総定員合計 １０，８６５ １１，０００ １１，１５０

 

附 則 

この改正は、平成４年５月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成５年４月１日から施行する。 

２ 平成５年３月３１日現在、医学部及び歯学部に在学する者については、改正後の第８条、

第９条、第１４条の３、第２７条及び別表１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この改正は、平成５年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる学部学科の平成５年度から平成

８年度までの総定員及び総定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成５年度総定員 平成６年度総定員 平成７年度総定員 平成８年度総定員 

医学部 医学科 ６００ ５９０ ５８０ ５８０

保健学科 ― １６０ ３２０ ５００

計 ６００ ７５０ ９００ １，０８０

総定員合計 １１，０００ １１，３１０ １１，５２０ １１，７００

 

附 則 

１ この改正は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 平成６年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び平成６

年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、

改正後の第８条、第９条、第１０条及び第１０条の４の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

３ 改正後の別表１の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる学部学科の平成６年度から平成

８年度までの入学定員、編入学定員及び収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ対応右欄
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に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成６年度 平成７年度 平成８年度 

入学定員

及び編入

学定員 

収容定員 入学定員

及び編入

学定員 

収容定員 入学定員

及び編入

学定員 

収容定員 

医学部 医学科 ９０ ５９０ ９０ ５８０ ９０ ５８０

３年

次編

入学

定員 

１０ ３年

次編

入学

定員 

１０ ３年

次編

入学

定員 

１

０ 

保

健

学

科 

看護学専攻 ８０ ８０ ８０ １６０ ８０ ２５０

３年

次編

入学

定員 

― ３年

次編

入学

定員 

― ３年

次編

入学

定員 

１

０ 

放射線技術

科学専攻 

４０ ４０ ４０ ８０ ４０ １２５

３年

次編

入学

定員 

― ３年

次編

入学

定員 

― ３年

次編

入学

定員 

５ 

検査技術科

学専攻 

４０ ４０ ４０ ８０ ４０ １２５

３年

次編

入学

定員 

― ３年

次編

入学

定員 

― ３年

次編

入学

定員 

５ 

小計 １６０ １６０ １６０ ３２０ １６０ ５００

３年

次編

入学

定員 

― ３年

次編

入学

定員 

― ３年

次編

入学

定員 

２

０ 

計   ７５０  ９００  １，０８０

収容定員合計   １１，３１０  １１，５２０  １１，７００

 

附 則 

１ この改正は、平成７年４月１日から施行する。 

２ 文学部哲学科、史学科、文学科、美学科及び日本学科並びに工学部応用化学科、応用精密
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化学科、応用生物工学科、精密工学科及び応用物理学科は、改正後の第１条の規定にかかわ

らず、平成７年３月３１日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、

存続するものとする。 

３ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成７年度から平成９年度までの次表の左欄に掲げ

る学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成７年度 平成８年度 平成９年度 

収容定員 収容定員 収容定員 

文学部 人文学科 ７５９ ７４６ ７３３

人間科学部 人間科学科 ５７６ ５６４ ５５２

経済学部 経済学科 ７０３ ７０６ ６９９

経営学科 ３１７ ３１４ ３１１

計 １，０２０ １，０２０ １，０１０

収容定員合計 １１，４９５ １１，６５０ １１，７９５

 

附 則 

この改正は、平成７年１２月１３日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 理学部高分子学科及び宇宙・地球科学科、工学部電気工学科、通信工学科、電子工学科、

原子力工学科及び情報システム工学科並びに基礎工学部合成化学科、化学工学科及び情報工

学科は、改正後の第１条の規定にかかわらず、平成８年３月３１日に当該学科に在学する者

が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成８年度から平成１０年度までの次表の左欄に掲

げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成８年度 平成９年度 平成１０年度 

入学定員及び

編入学定員 

収容定員 入学定員及

び編入学定

員 

収容定員 入学定員及

び編入学定

員 

収容定員 

人間科学部 人間科学

科 

１４５ ５７４ １４５ ５７２ １４５ ５７０ 

３年次

編入学

定員 

― ３年次

編入学

定員 

―  ３年次

編入学

定員 

１０

経済学部 経済学科 １６０ ６９８ １６０ ６８３ １６０ ６６８ 

３年次

編入学

定員 

１０ ３年次

編入学

定員 

１０   ３年次

編入学

定員 

１０  

経営学科 ７５ ３１２ ７５ ３０７ ７５ ３０２ 

計   １，０１０  ９９０  ９７０ 

収容定員合計   １１，６５０  １１，７９５  １１，７６０ 
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附 則 

この改正は、平成８年７月１７日から施行する。ただし、第１０条第４項及び第７項の改正規

定は、平成８年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 工学部機械工学科、材料開発工学科、材料物性工学科、生産加工工学科、産業機械工学科

及び電子制御機械工学科並びに基礎工学部機械工学科、電気工学科、システム工学科、物性

物理工学科及び生物工学科は、改正後の第１条の規定にかかわらず、平成９年３月３１日に

当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成９年度から平成１１年度までの次表の左欄に掲

げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成９年度 平成１０年度 平成１１年度 

入学定員及び

編入学定員 

収容定員 入学定員及び

編入学定員 

収容定員 入学定員及び

編入学定員 

収容定員 

法学部 法学科 ２２０ ９５０ ２２０ ９４０ ２２０ ９３０

３年次

編入学

定員 

２０ ３年次

編入学

定員 

２０ ３年次

編入学

定員 

２０

工学部 応用自然

科学科 

２３９ ７２７ ２３９ ９６６ ２３９ ９６１

応用理工

学科 

２７７ ２７７ ２７７ ５５４ ２７７ ８３１

電子情報

エネルギ

ー工学科 

２１５ ４３５ ２１５ ６５０ ２１５ ８６５

計 ９１０ ３，６７０ ９１０ ３，６６０ ９１０ ３，６５０

基礎工学部 電子物理

科学科 

１０８ １０８ １０８ ２１６ １０８ ３２４

システム

科学科 

１８１ １８１ １８１ ３６２ １８１ ５４３

計 ４６０ １，８７０ ４６０ １，８６０ ４６０ １，８５０

収容定員合計   １１，７６５  １１，７１０  １１，６９０

 

附 則 

１ この改正は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ 経済学部経済学科及び経営学科、薬学部薬学科及び製薬化学科並びに工学部船舶海洋工学

科、土木工学科、建築工学科及び環境工学科は、改正後の第１条の規定にかかわらず、平成

１０年３月３１日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続す

るものとする。 

３ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成１０年度から平成１２年度までの次表の左欄に

掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 
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左欄 右欄 

学部名 学科名 平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 

収容定員 収容定員 収容定員 

文学部 人文学科 ７１０ ７００ ６９０

経済学部 経済・経営学科 ２２５ ４５０ ６８５

薬学部 総合薬学科 ８０ １６０ ２４０

工学部 応用自然科学科 ９５６ ９４１ ９２６

応用理工学科 ５４１ ８０５ １，０６９

電子情報エネルギー工学

科 

６４３ ８５１ ８３９

地球総合工学科 １７９ ３５８ ５３７

計 ２，３１９ ２，９５５ ３，３７１

基礎工学部 電子物理科学科 ２１０ ３１２ ４１４

化学応用科学科 ２７１ ３６０ ３５８

システム科学科 ３５５ ５２９ ７０３

情報科学科 ２４０ ３２０ ３２０

計 １，０７６ １，５２１ １，７９５

収容定員合計 ８，５９０ ９，９７６ １０，９６１

 

附 則 

１ この改正は、平成１１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成１１年度から平成１３年度までの次表の左欄に

掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 

収容定員 収容定員 収容定員 

文学部 人文学科 ６９５ ６８０ ６６５

人間科学部 人間科学科 ５９３ ５８６ ５７９

法学部 法学科 ９２０ ９００ ８９０

経済学部 経済・経営学科 ４４５ ６７５ ９０５

理学部 数学科 ２０６ ２０４ ２０２

物理学科 ３８２ ３７６ ３７０

化学科 ３３６ ３３６ ３３６

生物学科 ８６ ８４ ８２

計 １，０１０ １，０００ ９９０

工学部 応用自然科学科 ９３２ ９０８ ８８９

応用理工学科 ７９１ １，０４１ １，０１４
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電子情報エネルギー工

学科 

８４３ ８２３ ８０８

地球総合工学科 ３３９ ４９９ ６５９

計 ２，９０５ ３，２７１ ３，３７０

基礎工学部 電子物理科学科 ３１０ ４１０ ４０２

化学応用科学科 ３５６ ３５０ ３４４

システム科学科 ５２５ ６９５ ６８４

情報科学科 ３１０ ３００ ２９０

計 １，５０１ １，７５５ １，７２０

収容定員合計 ９，８６９ １０，７４７ １１，０７９

 

附 則 

この改正は、平成１１年７月２１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、改正後の第１０条の３及び第１

０条の４の規定は、平成１２年度入学者から適用する。 

２ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成１２年度から平成１４年度までの次表の左欄に

掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 

収容定員 収容定員 収容定員 

人間科学部 人間科学科 ５７８ ５６３ ５４８

法学部 法学科 ８７０ ８３０ ７９０

理学部 数学科 ２０４ ２０２ ２００

物理学科 ３６５ ３４８ ３３１

化学科 ３３２ ３２８ ３２４

生物学科 ８４ ８２ ８０

計 ９８５ ９６０ ９３５

収容定員合計 １０，６９４ １０，９７３ １０，８１３

 

附 則 

この改正は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１３年１２月１９日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成１４年度から平成１６年度までの次表の左欄に

掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

収容定員 収容定員 収容定員 
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理学部 数学科 １９８ １９６ １９４

物理学科 ３２９ ３１６ ３１４

化学科 ３２３ ３１８ ３１７

生物学科 ８０ ８０ ８０

計 ９３０ ９１０ ９０５

工学部 応用自然科学科 ８７７ ８７４ ８７１

応用理工学科 ９９８ ９９６ ９９４

電子情報エネルギー工

学科 

７９７ ７９４ ７９１

地球総合工学科 ６３８ ６３６ ６３４

計 ３，３１０ ３，３００ ３，２９０

基礎工学部 電子物理科学科 ３９９ ３９８ ３９７

化学応用科学科 ３３９ ３３８ ３３７

システム科学科 ６７９ ６７８ ６７７

情報科学科 ２７８ ２７６ ２７４

計 １，６９５ １，６９０ １，６８５

収容定員合計 １０，７５５ １０，７２０ １０，７００

 

附 則 

この改正は、平成１５年２月１９日から施行し、平成１５年度に入学する者（科目等履修生、

聴講生又は、研究生として入学する者を除く。）から適用する。 

附 則 

この改正は、平成１５年９月１９日から施行する。 

附 則（抄） 

１ この改正は、平成１５年１０月１５日から施行する。ただし、第６条第１項の改正規定は、

平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成１６年度から平成１８年度までの次表の左欄に

掲げる学部学科の収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 

収容定員 収容定員 収容定員 

法学部 法学科 ７４０ ７２０ ７１０

収容定員合計 １０，６６０ １０，６４０ １０，６３０

 

附 則 

この改正は、平成１７年２月１５日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１７年９月２１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１７年１０月１日から施行する。 
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附 則 

１ この改正は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第１２条の改正規定は、平成１

８年２月１５日から施行する。 

２ 改正後の第２８条第２項の規定は、この改正施行の日前から引き続き本学に在学する者に

ついては、適用しない。 

３ 理学部生物学科、薬学部総合薬学科及び工学部電子情報エネルギー工学科は、改正後の第

２条の規定にかかわらず、平成１８年３月３１日に当該学科に在学する者が当該学科に在学

しなくなる日までの間、存続するものとする。 

４ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成１８年度から平成２２年度までの次表の左欄に

掲げる学部学科（平成２１年度及び平成２２年度にあっては、薬学部薬学科に限る。）の収容

定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

理学部 数学科 １９１ １９０ １８９ ― ―

物理学科 ３１０ ３０８ ３０６ ― ―

化学科 ３１４ ３１２ ３１０ ― ―

生物科学科 ２５ ５０ ７５ ― ―

計 ８４０ ８６０ ８８０ ― ―

薬学部 薬学科 ２５ ５０ ７５ １００ １２５

薬科学科 ５５ １１０ １６５ ― ―

計 ８０ １６０ ２４０ ３２０ ３４５

工学部 電子情報工学科 １６２ ３２４ ４８６ ― ―

環境・エネルギー工

学科 

７５ １５０ ２２５ ― ―

地球総合工学科 ５９２ ５５２ ５１２ ― ―

計 ２，６８９ ２，８８６ ３，０８３ ― ―

収容定員合計 ９，７２９ １０，０２６ １０，３２３ １０，６２０ １０，６４５

 

附 則 

この改正は、平成１８年４月１８日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１８年９月２０日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１８年１１月１５日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、第１０条の３の２及び第３４条

の改正規定は、平成１９年２月２０日から施行する。 

２ 平成１９年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び平成

１９年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者につい

ては、改正後の第１０条第４項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

１ この改正は、平成１９年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成１９年度から平成２２年度までの次表の左欄に

掲げる学部学科の入学定員、編入学定員及び収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ対応
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右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

入学定員及

び編入学定

員 

収容定

員 

入学定員及

び編入学定

員 

収容定

員 

入学定員及

び編入学定

員 

収容定

員 

入学定員及

び編入学定

員 

収容定

員 

外国語学部外国語学科 ― ―   ５８０   １，１

６０ 

  １，７

５０３年次

編入学

定員 

― ３年次

編入学

定員 

― ３年次

編入学

定員 

― ３年

次編

入学

定員 

  

法学部 国際公共政

策学科 

― ―   ８０   １６０   ２４０

計   ７００ ７８０ ８６０ ９４０

理学部 数学科   １９０   １８９        

物理学科 ３０８ ３０６ 

化学科 ３１２ ３１０ 

生物科学科 ２５ ５０ １０５ １６０ １９０

計 ２２５８６０ ９１０ ９６０ ９９０

薬学部 薬学科   ５０   ７５   １００   １２５

薬科学科 １１０ １６５  

計 １６０ ２４０ ３２０ ３４５

工学部 電子情報工

学科 

  ３２４   ４８６        

環境・エネ

ルギー工学

科 

１５０ ２２５ 

地球総合工

学科 

５５２ ５１２ 

計 ２，８

８６ 

３，０

８３ 

基礎工学部情報科学科 ６８２７２   ２８７   ３０２   ３１７

計 ４２０１，６

８０ 

１，６

９５ 

１，７

１０ 

１，７

２５

収容定員合計 １０，０２６ １１，０２８ １２，０３０ １２，７７０
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附 則 

この改正は、平成１９年１２月２６日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成２１年度から平成２５年度までの次表の左欄に

掲げる学部学科（平成２３年度から平成２５年度までにあっては、医学部医学科に限る。）の

収容定員及び収容定員合計は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

外国語学部 外国語学科 １，１６０ １，７５０ ― ― ―

法学部 国際公共政策

学科 

１６０ ２４０ ― ― ―

計 ８６０ ９４０ ― ― ―

理学部 生物科学科 １６０ １９０ ― ― ―

計 ９６０ ９９０ ― ― ―

医学部 医学科 ５８５ ５９０ ５９５ ６００ ６０５

計 １，２６５ １，２７０ １，２７５ １，２８０ １，２８５

薬学部 薬学科 １００ １２５ ― ― ―

計 ３２０ ３４５ ― ― ―

基礎工学部 情報科学科 ３０２ ３１７ ― ― ―

計 １，７１０ １，７２５ ― ― ―

収容定員合計 １２，０３５ １２，７８０ １３，５２５ １３，５３０ １３，５３５

 

附 則 

１ この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成２２年度の次表の左欄に掲げる学部学科の収容

定員は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 収容定員 

外国語学部 外国語学科 １，７５０

法学部 国際公共政策学科 ２４０

計 ９４０

理学部 生物科学科 １９０

計 ９９０

薬学部 薬学科 １２５

計 ３４５

基礎工学部 情報科学科 ３１７
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計 １，７２５

３ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成２２年度から平成３６年度までの医学部医学科

の入学定員、編入学定員及び収容定員並びに収容定員合計は、次表に掲げるとおりとする。 

学部名 学科名 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

入学定員及び

編入学定員 

収容定

員 

入学定員及び

編入学定員 

収容定

員 

入学定員及び

編入学定員 

収容定

員 

入学定員及

び編入学定

員 

収容定

員 

医学部 医学科 １００６０５ １００ ６１５ １００６２５ １００ ６３５

２年次

編入学

定員 

― ２年次

編入学

定員 

― ２年次編

入学定員 

― ２年次

編入学

定員 

―

３年次

編入学

定員 

１０ 

計   １，２

８５

  １，２９

５

  １，３

０５ 

  １，３１

５

収容定員合計 １２，７９５ １３，５４５ １３，５５５ １３，５６５ 

 

学部名 学科名 平成２６年度 平成２７～３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

入学定員及び

編入学定員 

収容定

員 

入学定員及び

編入学定員 

収容定

員 

入学定員及び

編入学定員 

収容定

員 

入学定員及

び編入学定

員 

収容定

員 

医学部 医学科 １００６４５ １００ ６５０ ―６４５ ― ６４０

２年次

編入学

定員 

― ２年次

編入学

定員 

― ２年次編

入学定員 

― ２年次

編入学

定員 

―

計   １，３

２５

  １，３３

０

  １，３

２５ 

  １，３２

０

収容定員合計 １３，５７５ １３，５８０ １３，５７５ １３，５７０ 

 

学部名 学科名 平成３４年度 平成３５年度 平成３６年度 

入学定員及び編

入学定員 

収容定員 入学定員及び編

入学定員 

収容定

員 

入学定員及び編

入学定員 

収容定

員 

医学部 医学科 ― ６３５ ― ６３０ ― ６２５

２年次編

入学定員 

― ２年次編

入学定員 

― ２年次編

入学定員 

―
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計   １，３１

５

  １，３１

０

  １，３０

５

収容定員合計 １３，５６５ １３，５６０ １３，５５５

 

附 則 

この改正は、平成２２年４月２０日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成２３年度から平成２７年度までの次表の左欄に

掲げる学部学科（平成２６年度及び平成２７年度にあっては、歯学部歯学科に限る。）の収容

定員は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

人間科学部 人間科学科 ５４７ ５５４ ５６１ ― ―

歯学部 歯学科 ３６８ ３５６ ３４４ ３３２ ３２５

３ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成２３年度から平成３６年度までの医学部医学科

の入学定員、編入学定員及び収容定員並びに収容定員合計は、次表に掲げるとおりとする。 

学部名 学科名 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 

入学定員及び

編入学定員 

収容定

員 

入学定員及び

編入学定員 

収容定

員 

入学定員及び

編入学定員 

収容定

員 

入学定員及

び編入学定

員 

収容定

員 

医学部 医学科 １００６１５ １００ ６２５ １００６３５ １００ ６４５

２年次

編入学

定員 

― ２年次

編入学

定員 

― ２年次編

入学定員 

― ２年次

編入学

定員 

―

計  １，２

９５

 １，３０

５

 １，３

１５ 

 １，３２

５

収容定員合計 １３，５４０ １３，５４５ １３，５５０ １３，５５５ 

 

学部名 学科名 平成２７年度 平成２８～３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

入学定員及び

編入学定員 

収容定

員 

入学定員及び

編入学定員 

収容定

員 

入学定員及び

編入学定員 

収容定

員 

入学定員及

び編入学定

員 

収容定

員 

医学部 医学科 １００６５０ １００ ６５０ ―６４５ ― ６４０

２年次

編入学

定員 

― ２年次

編入学

定員 

― ２年次編

入学定員 

― ２年次

編入学

定員 

―

計  １，３ １，３３ １，３ １，３２
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３０ ０ ２５ ０

収容定員合計 １３，５５３ １３，５４６ １３，５４１ １３，５３６ 

 

学部名 学科名 平成３４年度 平成３５年度 平成３６年度 

入学定員及び編

入学定員 

収容定員 入学定員及び編

入学定員 

収容定

員 

入学定員及び編

入学定員 

収容定

員 

医学部 医学科 ― ６３５ ― ６３０ ― ６２５

２年次編

入学定員 

― ２年次編

入学定員 

― ２年次編

入学定員 

―

計  １，３１

５

 １，３１

０

 １，３０

５

収容定員合計 １３，５３１ １３，５２６ １３，５２１

 

附 則 

この改正は、平成２３年６月１５日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、別表２の改正規定は、平成２４年

２月１５日から施行し、平成２０年度入学者から適用する。 

附 則 

この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２６年１月１５日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２６年１１月１９日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２８年２月１７日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２９年３月２１日から施行する。ただし、第５条、第１０条、第１１条及

び第４６条の改正規定は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この改正は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び平成

３１年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者につい

ては、改正後の第１０条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、改正前の第１０条の適用については、同条第２項中「グローバルコ

ラボレーション科目」の次に 

 「国際性涵養教育系科目 

    グローバルイニシアティブ科目」 

 を加え、同条第５項中「及びグローバルコラボレーション科目」とあるのは、「、グローバル

コラボレーション科目及び国際性涵養教育系科目のグローバルイニシアティブ科目」と読み

替えるものとする。 
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４ 薬学部薬科学科は、改正後の第２条の規定にかかわらず、平成３１年３月３１日に当該学

科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

５ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成３１年度から平成３５年度までの次表の左欄に

掲げる学部学科の収容定員は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 平成３１年

度 

平成３２年

度 

平成３３年

度 

平成３４年

度 

平成３５

年度 

収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 収容定員 

薬学部 薬学科 ２０５ ２６０ ３１５ ３７０ ４２５ 

６ 改正後の別表１の規定にかかわらず、平成３１年度から令和１３年度までの医学部医学科

の入学定員、編入学定員及び収容定員並びに収容定員合計は、次表に掲げるとおりとする。 

学部名 学科名 平成３１年度 令和２年度 令和３年度 

入学定員及び編

入学定員 

収容定員 入学定員及び

編入学定員 

収容定員 入学定員及び

編入学定員 

収容定員 

医学部 医学科 １００ ６５０ １００ ６５０ １００ ６５０

 ２年次編

入学定員 

１０ ２年次編

入学定員

１０ ２年次編

入学定員

１０

計  １，３３０  １，３３０  １，３３０

収容定員合計 １３，３８１ １３，４３６ １３，４９１

 

学部名 学科名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

入学定員及び編

入学定員 

収容定員 入学定員及び

編入学定員 

収容定員 入学定員及び

編入学定員 

収容定員 

医学部 医学科 １００ ６５０ ９７ ６４７ ９７ ６４４

２年次編

入学定員 

１０ ２年次編

入学定員

１０ ２年次編

入学定員

１０

計  １，３３０  １，３０７  １，２８４

収容定員合計 １３，５４６ １３，５９８ １３，６５０

 

学部名 学科名 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

入学定員及び編

入学定員 

収容定員 入学定員及び

編入学定員 

収容定員 入学定員及び

編入学定員 

収容定員 

医学部 医学科 ９８ ６４２ ９８ ６４０ ９５ ６３５

２年次編

入学定員 

１０ ２年次編

入学定員

１０ ２年次編

入学定員

１０

計  １，２８２  １，２８０  １，２７５

収容定員合計 １３，７０８ １３，７６６ １３，８２１

 

－学則－37－



学部名 学科名 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

入学定員及び編

入学定員 

収容定員 入学定員及び

編入学定員 

収容定員 入学定員及び

編入学定員 

収容定員 

医学部 医学科 ９５ ６３０ ９５ ６２８ ９５ ６２６

２年次編

入学定員 

１０ ２年次編

入学定員

１０ ２年次編

入学定員

１０

計  １，２７０  １，２６８  １，２６６

収容定員合計 １３，８７６ １３，８７４ １３，８７２

 

学部名 学科名 令和１３年度 

入学定員及び編

入学定員 

収容定員 

医学部 医学科 ９５ ６２３

２年次編

入学定員 

１０ 

計  １，２６３

収容定員合計 １３，８６９

 

   附 則 

この改正は、平成３１年３月８日から施行する。 

附 則 

 この改正は、平成３１年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、令和元年１１月１１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 １ この改正は、令和２年１０月１日から施行する。 

２ 令和２年９月３０日現在理学部、工学部又は基礎工学部の化学・生物学複合メジャーコ

ースに在学中の者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

    附 則 

 １ この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

 ２ 令和４年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び令和

４年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者につい

ては、改正後の第１０条第２項及び第４項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この改正は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１の規定にかかわらず、令和５年度の次表の左欄に掲げる学部学科の収容

定員は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 
令和５年度 

収容定員 
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医学部 保健学科 看護学専攻 

放射線技術科学専攻 

検査技術科学専攻 

小計 

３３０ 

１６５ 

１６５ 

６６０ 

計 １，３０７ 

工学部 応用自然科学科 

応用理工学科 

電子情報工学科 

計 

８７１ 

９９５ 

６５４ 

３，２９２ 

基礎工学部 システム科学科 

計 

６８４ 

１，７４８ 

   附 則 

 この改正は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表１の規定にかかわらず、令和７年度から令和９年度までの次表の左欄に掲

げる学部学科の収容定員は、それぞれ対応右欄に掲げるとおりとする。 

左欄 右欄 

学部名 学科名 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

収容定員 収容定員 収容定員 

工学部 応用自然科学科 

電子情報工学科 

計 

８７９ 

６８８ 

３，３３７ 

８８４ 

７１６ 

３，３７０ 

８８９ 

７４４ 

３，４０３ 

基礎工学部 電子物理科学科  

システム科学科 

情報科学科 

計 

４００ 

６９７ 

３５０ 

１，７８３ 

４０４ 

７０２ 

３６８ 

１，８１０ 

４０８ 

７０７ 

３８６ 

１，８３７ 

附 則 

１ この改正は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び令和

８年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者につい

ては、改正後の第１０条の７第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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別表１ 

収容定員表 

学部名 学科名 入学定員及び編入学定員 収容定員 

文学部 人文学科 １６５ ６６０ 

人間科学部 人間科学科 
１３７ 

５６８ 
３年次編入学定員 １０ 

外国語学部 外国語学科 
５８０ 

２，３４０ 
３年次編入学定員 １０ 

法学部 

法学科 
１７０ 

７００ 
３年次編入学定員 １０ 

国際公共政策学科 ８０ ３２０ 

計   １，０２０ 

経済学部 経済・経営学科 
２２０ 

９００ 
３年次編入学定員 １０ 

理学部 

数学科 ４７ １８８ 

物理学科 ７６ ３０４ 

化学科 ７７ ３０８ 

生物科学科 ５５ ２２０ 

計 ２５５ １，０２０ 

医学部 

医学科 
９５ 

６２０ 
２年次編入学定員 １０ 

保

健

学

科 

看護学専攻 ８０ ３２０ 

放射線技術科学専攻 ４０ １６０ 

検査技術科学専攻 ４０ １６０ 

小計 １６０ ６４０ 

計   １，２６０ 

歯学部 歯学科 ５３ ３１８ 

薬学部 薬学科 ８０ ４８０ 

工学部 

応用自然科学科 
２２２ 

８９４ 
３年次編入学定員 ３ 

応用理工学科 
２４８ 

９９８ 
３年次編入学定員 ３ 

電子情報工学科 
１９０ 

７７２ 
３年次編入学定員 ６ 

環境・エネルギー工学科 ７５ ３００ 

地球総合工学科 １１８ ４７２ 

計 ８５３ ３，４３６ 

基礎工学部 

電子物理科学科 １０３ ４１２ 

化学応用科学科 ８４ ３３６ 

システム科学科 
１７４ 

７１２ 
３年次編入学定員 ８ 

情報科学科 １０１ ４０４ 

計 ４６２ １，８６４ 

収容定員合計 １３，８６６ 
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別表２ 

 一 本学を卒業した場合の学位記の様式（別表２の二に該当する場合を除く。） 

   
 

 
 

本
学
○
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学
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○
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学
科
所
定
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課
程
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修
め
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学
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日
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二 外国語学部若しくは理学部生物科学科又は人間科学部の人間科学コースを卒業した場合

の学位記の様式 
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○
○
）
所
定
の
課
程
を
修
め
て
本
学
を
卒
業
し
た
こ

と
を
認
め
学
士(

○
○)

の
学
位
を
授
与
す
る 

 
 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

大
阪
大
学
○
○
学
部
長 

氏

名 

印 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

大

阪

大

学

総

長 

氏

名 

印 
 

 
 

 
 

 
 

第 
 

 
 

号 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

学

位

記 

 

大

学

印 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

氏
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日
生 

 

備考 学科の括弧の○○内は、外国語学部については専攻の名称を、その他の場合について

はコースの名称を記入する。 

－学則－41－



○大阪大学大学院学則（案）

第１章 総則 

（趣旨及び目的等） 

第１条 この学則は、大阪大学（以下「本学」という。）の大学院の修業年限、教育方法その他

の学生の修学上必要な事項について、定めるものとする。 

２ 本学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、又は高度の専門性が求

められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目

的とする。 

３ 本学大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

を定め、公表するものとする。 

（課程及び標準修業年限） 

第２条 本学大学院の課程は、博士課程とする。ただし、医学系研究科においては、修士課程及

び博士課程とし、高等司法研究科においては、法科大学院の課程とする。 

２ 修士課程の標準修業年限は、２年とする。 

３ 博士課程の標準修業年限は、５年とする。ただし、医学系研究科医学専攻、歯学研究科又は

薬学研究科医療薬学専攻の博士課程（以下「医学・歯学・薬学の博士課程」という。）の標準

修業年限は、４年とする。 

４ 博士課程は、これを前期２年の課程（以下「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以

下「後期課程」という。）に区分する。ただし、医学・歯学・薬学の博士課程及び生命機能研

究科の博士課程にあっては、この区分を設けないものとする。 

５ 前項の前期課程は、標準修業年限を２年とし、これを修士課程として取り扱うものとする。 

６ 法科大学院の課程の標準修業年限は、３年とする。 

７ 第１０条の規定に基づき、長期にわたる教育課程の履修を認められた者（以下「長期履修

学生」という。）は、当該許可された年限を標準修業年限とする。 

（研究科、専攻及び課程） 

第３条 本学大学院に置く研究科、専攻及びその課程は、次表に掲げるとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 

人文学研究科 人文学、言語文化学、外国学、日本学、芸術学 博士課程 

人間科学研究科 人間科学 博士課程 

法学研究科 法学・政治学 博士課程 

経済学研究科 経済学、経営学系 博士課程 

理学研究科 数学、物理学、化学、生物科学、高分子科学、宇宙

地球科学 

博士課程 

医学系研究科 医学、保健学 博士課程 

医科学 修士課程 

歯学研究科 口腔科学 博士課程 

薬学研究科 創成薬学、医療薬学 博士課程 

工学研究科 生物工学、応用化学、物理学系、機械工学、マテリ

アル生産科学、電気電子情報通信工学、環境エネル

ギー工学、地球総合工学、ビジネスエンジニアリン

グ 

博士課程 

基礎工学研究科 物質創成、機能創成、システム創成 博士課程 

国際公共政策研究科 国際公共政策、比較公共政策 博士課程 

情報科学研究科 情報科学、情報基礎数学 博士課程 

生命機能研究科 生命機能 博士課程 
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高等司法研究科 法務 法科大学院の

課程 

大阪大学・金沢大学・浜松

医科大学・千葉大学・福井

大学連合小児発達学研究

科 

小児発達学 博士課程 

２ 前項の高等司法研究科は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第９９条第２項に定める

専門職大学院とする。 

（課程の目的） 

第４条 修士課程及び前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究

能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うこと

を目的とする。 

第５条 後期課程、医学・歯学・薬学の博士課程及び生命機能研究科の博士課程は、専攻分野に

ついて、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事する

に必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

第５条の２ 法科大学院の課程は、専門職大学院設置基準に定める専門職学位課程のうち、専ら

法曹養成のための教育を行うことを目的とする。 

第２章 教育課程 

（教育課程の編成方針） 

第５条の３ 本学大学院の教育課程は、専門教育、国際性涵養教育及び教養教育を基に体系的に

編成するものとする。 

第５条の４ 本学大学院（専門職大学院を除く。以下次項、第５条の６第１項、第９条の２、第

９条の４第１項及び第１２条において同じ。）においては、その教育上の目的を達成するため

に、学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき必要な授業科目を開設するととも

に学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）の計画を策定するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては、本学大学院においては、専攻分野に関する高度の専門的知識

及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適

切に配慮しなければならない。 

第５条の５ 専門職大学院においては、その教育上の目的を達成するために、学位授与の方針及

び教育課程編成・実施の方針に基づき専攻分野に応じ必要な授業科目を、産業界等と連携しつ

つ、開設するものとする。 

２ 専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事

例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な

方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。 

（特定分野大学院プログラム等） 

第５条の６ 各研究科において編成する教育課程を充実させるため、本学大学院に、次のプログ

ラムを開設する。

特定分野大学院プログラム

分野連携大学院プログラム 

卓越大学院プログラム 

博士課程教育リーディングプログラム 

理工情報系オナー大学院プログラム 

人文社会科学系オナー大学院プログラム 

２ 前項の各プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

（大学院副専攻プログラム等） 

第５条の７ 第５条の３から前条までに規定する教育課程等のほか、本学に、幅広い分野の素養

等を培う教育を行うため、次のプログラム等を開設する。 

大学院副専攻プログラム 

大学院等高度副プログラム 

高度教養モジュール 

２ 前項の各プログラム等に関し必要な事項は、別に定める。 
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 （学修証明書等） 

第５条の８ 第５条の３から第５条の６までに規定する教育課程又はプログラムの一部をもっ

て体系的に開設する授業科目の単位を修得した学生に対し、学校教育法施行規則（昭和２２年

文部省令第１１号。以下「施行規則」という。）第１６３条の２に規定する学修証明書を交付

することができる。 

２ 前項に規定する体系的に開設する授業科目は、学修証明プログラムと称する。 

３ 前項に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

（教育方法等） 

第６条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。ただし、

専門職大学院にあっては、研究指導を除くものとする。 

２ 各研究科の授業科目の内容及び単位数並びに研究指導の内容並びにこれらの履修方法は、各

研究科において別に定める。 

３ 授業の方法及び各授業科目の単位の計算方法については、本学学部学則第１０条の２

の２及び第１０条の２の３の規定を準用する。 

４ 第２項に規定する授業科目のほか、次の授業科目を開設する。 

大学院横断型の教育に関する授業科目（以下「大学院横断教育科目」という。） 

博士課程教育リーディングプログラムに関する授業科目（「以下「リーディングプログラ

ム科目」という。）

国際交流科目

５ 大学院横断教育科目、リーディングプログラム科目及び国際交流科目に関し必要な事項は、

別に定める。 

６ 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授

業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

第７条 本学大学院においては、当該研究科教授会の議を経て研究科長（研究科長から委任を受

けた者を含む。以下同じ。）が必要と認めるときは、当該研究科の他の専攻の授業科目、他の

研究科の授業科目若しくは前条第４項の授業科目又は学部の授業科目を履修し、これを第１

５条に規定する単位に充当することができる。 

（他の大学院等における授業科目の履修） 

第８条 本学大学院においては、研究科長が当該研究科教授会の議を経て教育上有益と認めると

きは、他の大学院の授業科目、外国の大学院の授業科目又は国際連合大学の教育課程における

授業科目を学生に履修させることができる。 

２ 前項に規定する授業科目の履修については、本学学部学則第１０条の３第１項の規定

を準用する。 

３ 第１項の規定により修得した単位は、１５単位を限度として、これを第１５条に規定する単

位に充当することができる。 

（特別の課程における学修） 

第８条の２ 本学大学院においては、研究科長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、

学生が行う学校教育法第１０５条の規定により大学院が編成する特別の課程（履修資格を有す

る者が、同法第１０２条第１項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限

る。当該条及び次条において同じ。）における学修を、本学大学院における授業科目の履修と

みなし、単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることのできる単位は、前条第３項により修得した単位と合わせて１

５単位を限度とする。 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第８条の３ 本学大学院においては、研究科長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、

学生が本学大学院入学前に大学院、外国の大学院又は国際連合大学の教育課程において修得し

た授業科目の単位（大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第１５条において準用す

る大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第３１条第１項に規定する科目等履修生及び

同条第２項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。）を本学大学院において

修得したものとして認定することができる。 

２ 前項の規定により修得したものとして認定することができる単位数は、第２４条の２第１項
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に規定する入学又は第３２条第２項に規定する再入学若しくは転学を許可された場合を除き、

本学大学院において修得した単位以外のものについては、１５単位を限度として、第１５条に

規定する単位に充当することができるものとし、第８条第３項及び前条第２項の規定により修

得したものとみなす単位数と合わせて２０単位を限度とする。 

第８条の４ 専門職大学院における他の大学院における授業科目、外国の大学院における授業科

目又は国際連合大学の教育課程における授業科目の履修、特別の課程における学修及び入学前

の既修得単位の認定については、当該研究科の定めるところによる。 

第９条 本学大学院においては、当該研究科教授会の議を経て研究科長が教育上有益と認めると

きは、他の大学院等又は外国の大学院等とあらかじめ協議の上、当該大学院等において必要な

研究指導（第４５条で規定する国際連携専攻の学生が第４６条で規定する連携外国大学院にお

いて受けるものを除く。）を受けることができる。 

２ 前項の研究指導を受ける期間は、修士課程及び前期課程の学生にあっては、１年を超えるこ

とはできない。 

（成績評価基準等の明示等） 

第９条の２ 本学大学院においては、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに１

年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 本学大学院においては、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、

客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当

該基準にしたがって適切に行うものとする。 

第９条の３ 専門職大学院においては、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業

の計画をあらかじめ明示するものとする。 

２ 専門職大学院においては、学修の成果に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及

び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に

したがって適切に行うものとする。 

（組織的な研修等） 

第９条の４ 本学大学院においては、教育の充実を図るため、授業及び研究指導の内容及び方法

を改善するための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

２ 専門職大学院においては、教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組

織的な研修及び研究を実施するものとする。 

（長期にわたる課程の履修） 

第１０条 研究科長は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、

第２条第２項、第３項及び第５項に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり

計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的

な履修を認めることができる。 

（教育職員の免許状授与の所要資格の取得） 

第１０条の２ 本学大学院における教育職員の免許状授与の所要資格の取得方法は、別に定める。 

第３章 課程の修了及び学位の授与 

（試験及び評価） 

第１１条 履修した各授業科目の合否は、筆記試験若しくは口頭試験又は研究報告によって決定

する。ただし、試験に代わる方法によることもできる。 

２ 各授業科目の試験の成績は、１００点を満点として次の評価をもって表し、Ａ＋からＣ－ま

でを合格、Ｆを不合格とする。 

Ａ＋（９０点以上） 

Ａ （８５点以上９０点未満） 

Ａ－（８０点以上８５点未満） 

Ｂ＋（７５点以上８０点未満） 

Ｂ （７０点以上７５点未満） 

Ｃ＋（６５点以上７０点未満） 

Ｃ （６１点以上６５点未満） 

Ｃ－（６０点以上６１点未満） 

Ｆ （６０点未満） 
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（学位論文の提出等） 

第１２条 本学大学院においては、在学期間中に学位論文を当該研究科長に提出し、最終試験を

受けるものとする。ただし、第１５条第１項本文に規定する特定の課題についての研究の成果

の審査を受ける場合並びに同条第２項に規定する試験及び審査を受ける場合は、この限りでな

い。 

第１３条 後期課程に３年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者

は、前条の規定にかかわらず、退学後においても、当該研究科長の許可を得て博士論文を提出

し、最終試験を受けることができる。 

２ 医学・歯学・薬学の博士課程に４年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指

導を受けた者は、前条の規定にかかわらず、退学後においても、当該研究科長の許可を得て博

士論文を提出し、最終試験を受けることができる。 

３ 生命機能研究科の博士課程に５年以上（第２４条の２の規定により入学を許可された者にあ

っては３年以上）在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、前条の

規定にかかわらず、退学後においても、当該研究科長の許可を得て博士論文を提出し、最終試

験を受けることができる。 

４ 研究科長は、前３項の許可を与える場合は、研究科教授会の議を経なければならない。 

（学位論文の審査等） 

第１４条 学位論文の審査及び最終試験は、当該研究科教授会が、審査委員会を設けて行う。 

２ 学位論文の審査においては、当該論文の内容に関する発表会を実施するものとする。 

３ 学位論文の審査に当たって必要があるときは、当該研究科教授会の議を経て、他の大学院等

の教員等の協力を得ることができる。 

４ 第１項及び前項の規定は、次条第２項に規定する試験及び審査を行う場合について準用する。 

（修了要件） 

第１５条 修士課程又は前期課程の修了の要件は、当該課程に２年以上在学し、各研究科の定め

るところにより、所要の授業科目について３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けた上、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最

終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者につ

いては、当該研究科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に１年以上

在学すれば足りるものとする。 

２ 前期課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、

前項に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格す

ることに代えて、次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。 

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎

的素養であって当該前期課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期課程におい

て修得すべきものについての審査

３ 前項の規定は、第２条第３項に規定する標準修業年限を５年とする博士課程における一貫し

た人材養成上の目的を有する教育課程を履修する者に限り適用することができる。 

４ 医学・歯学・薬学の博士課程を除く博士課程の修了の要件は、この課程に５年（修士課程又

は前期課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在

学期間を含む。）以上在学し、各研究科の定めるところにより、所要の授業科目について３０

単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格す

ることとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該研

究科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に３年（修士課程又は前期

課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間

を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

５ 第１項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は前期課程を修了した者の医学・

歯学・薬学の博士課程を除く博士課程の修了の要件は、この課程に修士課程又は前期課程にお

ける在学期間に３年を加えた期間以上在学し、各研究科の定めるところにより、所要の授業科

目について３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最

終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者につ
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いては、当該研究科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に３年（修

士課程又は前期課程における在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。 

６ 医学・歯学・薬学の博士課程の修了の要件は、この課程に４年以上在学し、各研究科の定め

るところにより、所要の授業科目について３０単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受

けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、

優れた研究業績を上げた者については、当該研究科教授会の議を経て研究科長が特に認めた場

合に限り、この課程に３年以上在学すれば足りるものとする。 

７ 第４項及び第５項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位（学位規則（昭和２

８年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位をいう。以下同じ。）を有する者又は

施行規則第１５６条の規定により、後期課程への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等

以上の学力があると認めた者が、後期課程に入学した場合の後期課程の修了の要件は、この課

程に３年以上在学し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格するこ

ととする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、当該研究科

教授会の議を経て研究科長が特に認めた場合に限り、この課程に１年以上在学すれば足りるも

のとする。 

８ 前項本文の規定にかかわらず、各研究科において必要と認めるときは、前項の修了要件とし

て、所要の授業科目について、所定の単位を修得することを加えることができる。 

９ 法科大学院の課程の修了の要件は、この課程に３年以上在学し、研究科の定めるところによ

り、所要の授業科目について、９８単位以上を修得することとする。ただし、在学期間に関し

ては、法科大学院の課程において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認められる者

（以下「法学既修者」という。）については、当該研究科教授会の議を経て研究科長が特に認

めた場合に限り、この課程に２年以上在学すれば足りるものとする。 

（大学院における在学期間の短縮） 

第１５条の２ 入学前に本学大学院及び他の大学院において修得した単位（学校教育法第１０２

条第１項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限るものとし、大学院設置基準第

１５条において準用する大学設置基準第３１条第１項に規定する科目等履修生として修得し

た単位を含む。）を本学大学院において修得したものと認定することのできる場合であって、

当該単位の修得により当該研究科の修士課程又は博士課程（後期課程を除く。）若しくは法科

大学院の課程の教育課程の一部を履修したと当該研究科が認めるときは、修得した単位数、そ

の修得に要した期間その他必要と認める事項を勘案して１年を超えない範囲で当該研究科が

定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程又は

前期課程については、当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

２ 前項の規定は、修士課程又は前期課程を修了した者の前条第４項及び第５項に規定する博士

課程における在学期間（同条第４項の規定により博士課程における在学期間に含む修士課程又

は前期課程における在学期間を除く。）及び法学既修者の在学期間については、適用しない。 

（学位の授与） 

第１６条 第１５条第１項から第７項まで及び前条の規定により課程を修了した者には、総長は、

当該課程に応じて修士又は博士の学位を授与する。 

２ 第１５条第９項及び前条の規定により法科大学院の課程を修了した者には、総長は、法務博

士の学位を授与する。 

３ 第１項に規定するもののほか、生命機能研究科の博士課程において、第１５条第１項及び第

２項に規定する修士課程の修了に相当する要件を満たした者にも、総長は、修士の学位を授与

することができる。 

第１７条 前条第１項及び第３項の学位には、研究科の区分に従い、次のとおり専攻分野の名称

を付記するものとする。 

研究科名   修士 博士 

人文学研究科   文学 文学 

  言語文化学 言語文化学 

  日本語・日本文化 日本語・日本文化 

人間科学研究科   人間科学 人間科学 

法学研究科    法学 法学 
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経済学研究科   経済学 経済学 

  応用経済学  応用経済学 

  経営学  経営学 

理学研究科    理学 理学 

医学系研究科   医科学 医学 

  公衆衛生学 

  保健学 保健学 

  看護学  看護学 

歯学研究科  歯学 

薬学研究科    薬科学 薬科学 

 薬学 

工学研究科    工学 工学 

基礎工学研究科   工学 工学 

理学 

国際公共政策研究科 国際公共政策 国際公共政策 

法学 

経済学 

情報科学研究科   情報科学 情報科学 

  理学  理学 

  工学  工学 

生命機能研究科   生命機能学 生命機能学 

  理学  理学 

  工学  工学 

大阪大学・金沢大学 小児発達学 小児発達学 

・浜松医科大学・千

葉大学・福井大学連

合小児発達学研究科

２ 前条第２項の法務博士の学位には、専門職と付記するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、学際領域等の分野を専攻した者で、当該研究科教授会の議を経

て総長が適当と認めるときは、学術と付記することができる。 

第１８条 前条に定めるもののほか、修士、博士及び法務博士の学位については、本学学位規程

の定めるところによる。 

第１９条 削除 

第４章 入学、休学、退学、転学、転科、留学、再入学及び専攻の変更 

（入学資格等） 

第２０条 修士課程、前期課程、生命機能研究科の博士課程又は法科大学院の課程に入学するこ

とのできる者は、次のとおりとする。 

（１）大学又は専門職大学を卒業した者

（２）学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者

（３）外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者

（４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

（５）我が国において、外国の大学（専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。）

の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修了したとされるもの

に限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設

であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

（６）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外

国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるもの

として文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が 3 年以上である

課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において

履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置
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付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含

む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者 

（７）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基

準を満たすものに限る。）又は専攻科（当該専攻科を置く専修学校の特定専門課程（学校

教育法第１２５条の２第１項に規定する特定専門課程をいう。）における教育との連続性

に配慮した教育課程を編成していることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも

のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し

た者 

（８）文部科学大臣の指定した者

（９）学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその

後に入学させる研究科において、当該研究科における教育を受けるにふさわしい学力があ

ると認められたもの 

（１０）大学又は専門職大学に３年以上在学した者であって、当該研究科において、所定の単

位を優秀な成績で修得したものと認められたもの（当該単位の修得の状況及び法科大学院

が当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有するかどうかを判定す

るために実施する試験の結果に基づき、これと同等以上の能力及び資質を有すると認めら

れたものを含む。） 

（１１）外国において学校教育における１５年の課程を修了した者、外国の学校が行う通信教

育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育におけ

る１５年の課程を修了した者又は我が国において外国の大学の課程（その修了者が当該

外国の学校教育における１５年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するもの

として当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大

臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、当該研究科において、所定の単位を

優秀な成績で修得したものと認められたもの 

（１２）当該研究科において、個別の入学資格審査により、大学又は専門職大学を卒業した者

と同等以上の学力があると認められた者で、２２歳に達したもの 

第２１条 修士課程、前期課程、生命機能研究科の博士課程又は法科大学院の課程の入学志願者

は、入学願書に所定の書類を添えて提出しなければならない。 

第２２条 修士課程、前期課程又は生命機能研究科の博士課程の入学志願者に対しては、入学者

受入れの方針に基づき学力検査を行い、志望理由を記載した書類、成績証明書等を総合して、

総長は、教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。 

２ 法科大学院の課程の入学志願者に対しては、高等司法研究科において定めるところにより入

学者受入れの方針に基づき選考の上、総長は、教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定

する。 

第２３条 後期課程に入学することのできる者は、次のとおりとする。 

（１）修士の学位又は専門職学位を有する者

（２）外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

（３）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は

専門職学位に相当する学位を授与された者 

（４）我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修

了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

（５）国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

（６）外国の学校、第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大

学院設置基準第１６条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位

を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

（７）文部科学大臣の指定した者

（８）当該研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する

者と同等以上の学力があると認められた者で、２４歳に達したもの 

第２４条 後期課程の入学志願者に対しては、本学大学院において修士の学位を取得した者につ

いては、当該前期課程における学業成績及び修士論文等により、その他の志願者については、
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各研究科において定めるところにより、入学者受入れの方針に基づきそれぞれ選考の上、総長

は、教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。 

第２４条の２ 生命機能研究科の博士課程第３年次への入学志願者については、総長は、当該研

究科において定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可することがある。 

２ 前項の規定により入学した者にかかる修了要件等については、当該研究科において別に定め

る。 

第２５条 医学・歯学・薬学の博士課程に入学することのできる者は、次のとおりとする。 

（１）大学の医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係

る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程（以下「医

学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程」という。）を卒業した者 

（２）外国において、学校教育における１８年の課程を修了した者

（３）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における１８年の課程を修了した者 

（４）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１８年

の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を

修了した者 

（５）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外

国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるもの

として文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業年限が 5 年以上である

課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において

履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含

む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者 

（６）文部科学大臣の指定した者

（７）学校教育法第１０２条第２項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその

後に入学させる研究科において、当該研究科における教育を受けるにふさわしい学力があ

ると認められたもの 

（８）大学（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程に限る。）に４年以上在学した者で

あって、当該研究科において、所定の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの

（９）外国において学校教育における１６年の課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する

課程を含むものに限る。）を修了した者、外国の学校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修することにより当該外国の学校教育における１６年の課程（医学、歯

学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。）を修了した者又は我が国におい

て外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程（医学、歯

学、薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。）を修了したとされるものに限る。）

を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、

文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者で、当該研究科において、所定

の単位を優秀な成績で修得したものと認められたもの 

（１０）当該研究科において、個別の入学資格審査により、大学の医学、歯学、薬学又は獣医

学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、２４歳に達し

たもの 

第２６条 医学・歯学・薬学の博士課程の入学志願者に対しては、各研究科において定めるとこ

ろにより選考の上、総長は、教授会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。 

第２７条 第２１条の規定は、後期課程、医学・歯学・薬学の博士課程及び生命機能研究科の

博士課程第３年次の入学志願者に準用する。 

（在学年限） 

第２８条 修士課程及び前期課程には４年、後期課程には５年、医学・歯学・薬学の博士課程及

び法科大学院の課程には６年、生命機能研究科の博士課程には７年を超えて在学することはで

きない。ただし、後期課程、医学・歯学・薬学の博士課程、生命機能研究科の博士課程及び法

科大学院の課程に限り、特別の事情があるときは、研究科教授会の議を経て、在学の年限を延
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長することができる。 

２ 学生が前項に規定する在学年限に達したときは、当該学生はその身分を失う。 

（入学の時期等） 

第２９条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、研究科長が特別の必要があり、かつ、教

育上支障がないと認めるときは、夏学期、秋学期及び冬学期の始めに入学させることができる。 

２ 入学の手続、許可及び許可の取り消し並びに退学及び転学については、本学学部学則の規定

を準用する。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者が、その者に係る納付すべき入学料を所定の期日までに納

付しないときは、当該学生は、その身分を失う。 

（１）第３８条第１項の規定により入学料の免除を願い出た者で、免除が不許可となった

もの又は一部の免除が許可となったもの

（２）第３８条の２の規定による入学料の徴収猶予の可否を決定された者

（休学）

第３０条 休学期間は、修士課程及び前期課程においては２年、後期課程及び法科大学院の課程

においては３年、医学・歯学・薬学の博士課程においては４年、生命機能研究科の博士課程に

おいては５年を超えることができない。ただし、特別の事情があるときは、研究科教授会の議

を経て、休学期間を延長することができる。 

２ 前項のほか、休学については本学学部学則の規定を準用する。 

（留学） 

第３１条 外国の大学院に留学を志望する学生は、研究科長に願い出て、その許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 前項により留学した期間は、第２条第２項、第３項、第５項及び第６項に規定する

修業年限に算入するものとする。 

（転科等） 

第３２条 転科又は専攻の変更を志願するときは、志願先の研究科長は、選考の上教授会の議を

経て、転科又は専攻の変更を許可することがある。 

２ 再入学を志願するとき並びに他の大学院及び国際連合大学から転学を志願するときは、総長

は、選考の上教授会の議を経て、再入学又は転学を許可することがある。 

３ 前２項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、当該研究科教

授会の議を経て研究科長が行うものとする。 

第５章 除籍、復籍及び懲戒 

（除籍等） 

第３３条 除籍、復籍及び懲戒については、本学学部学則の規定を準用する。 

第６章 検定料、入学料及び授業料 

（検定料の納付） 

第３４条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、検定料を納付しなければならない。ただし、

本学大学院の修士課程、前期課程又は法科大学院の課程を修了し、引き続き後期課程、医学・

歯学・薬学の博士課程又は生命機能研究科の博士課程第３年次に入学を志願する者については、

検定料を徴収しない。 

２ 前項の規定は、金沢大学、浜松医科大学、千葉大学及び福井大学の大学院修士課程、前期課

程又は法科大学院若しくは教職大学院の課程を修了し、引き続き大阪大学・金沢大学・浜松医

科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科に入学を志願する者について準用する。 

（入学料の納付） 

第３５条 入学に当たっては、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。ただし、

本学大学院の修士課程、前期課程又は法科大学院の課程を修了し、引き続き後期課程、医学・

歯学・薬学の博士課程又は生命機能研究科の博士課程第３年次に入学する者については、入学

料を徴収しない。 

２ 前項の規定は、金沢大学、浜松医科大学、千葉大学及び福井大学の大学院修士課程、前期課

程又は法科大学院若しくは教職大学院の課程を修了し、引き続き大阪大学・金沢大学・浜松医

科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科に入学を志願する者について準用する。 

（授業料の納付） 
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第３６条 大学院学生は、授業料を毎年前期（４月から９月まで）及び後期（１０月から翌年３

月まで）の２期に分けて、所定の期日までに、年額の２分の１ずつ納付しなければならない。 

２ 授業料の納付及び月割分納等については、本学学部学則の規定を準用する。 

（検定料、入学料及び授業料の額） 

第３７条 第３４条の検定料、第３５条の入学料及び第３６条の授業料の額は、大阪大学

学生納付金規程（以下「納付金規程」という。）の定めるところによる。 

（検定料の免除） 

第３７条の２ 検定料の免除については、本学学部学則の規定を準用する。 

（入学料の免除等） 

第３８条 本学大学院に入学する者（科目等履修生、聴講生又は研究生として入学する者を除く。

以下この項において同じ。）であって、経済的理由によって入学料の納付が困難であると認め

られるもの及びこれに該当しない者であっても、次の各号のいずれかに該当する特別な事情に

より入学料の納付が著しく困難であると認められるものには、別に定めるところにより、入学

料の全部又は一部を免除することができる。 

（１）入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下この号に

おいて「学資負担者」という。）が死亡した場合、又は入学する者若しくは学資負担者が

風水害等の災害を受けた場合 

（２）前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合

２ 第２９条第３項の規定により学生の身分を失った場合は、当該学生に係る入学料の全部

又は一部を免除することができる。 

第３８条の２ 前条に規定するもののほか、入学料の免除及び徴収猶予については、本学学部

学則の規定を準用する。 

（授業料の免除等） 

第３９条 授業料の免除及び徴収猶予については、本学学部学則の規定を準用する。 

（納付済の検定料、入学料及び授業料） 

第３９条の２ 納付済の検定料、入学料及び授業料は返付しない。 

２ 第２２条第２項に規定する法科大学院の課程の入学志願者に対する選考において、出願

書類等による選抜（以下「第１段階目の選抜」という。）を行い、その合格者に限り学力検査

その他による選抜（以下「第２段階目の選抜」という。）を行う場合は、前項の規定にかかわ

らず、第１段階目の選抜に合格しなかった者に対し、当該者の申出により、前項の検定料のう

ち、納付金規程第２条第５項において定める第２段階目の選抜に係る検定料相当額を返

付する。 

３ 第３６条第２項の規定により、学部学則第４６条第２項の規定を準用して前期分の

授業料納付の際、後期分授業料を併せて納付した者が、前期末までに休学又は退学した場合は、

納付した者の申出により後期分授業料相当額を返付する。 

第７章 収容定員 

（収容定員） 

第４０条 本学大学院の収容定員は、別表のとおりとする。 

第８章 特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生、研究生及び外国人留学生 

（特別研究学生等） 

第４１条 本学大学院に特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生、研究生及び外国

人留学生の制度を置く。 

２ 他の大学院、外国の大学院又は国際連合大学の教育課程に在学する学生で、本学大学院又は

本学の研究所（各附置研究所、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設、免疫学フロン

ティア研究センター、量子情報・量子生命研究センター、ヒューマン・メタバース疾患研究拠

点及び感染症総合教育研究拠点をいう。）において研究指導を受けようとするものがあるとき

は、研究科長又は研究所の長は、これを特別研究学生として入学を許可することができる。

３ 特別研究学生の授業料及びその納付については、本学学部学則の研究生に関する規定を

準用する。ただし、特別研究学生が国立大学の大学院の学生であるとき又は本学と相互に授業

料の不徴収を定めた大学間特別研究学生交流協定（部局間交流協定を含む。）に基づき研究指

導を受ける公立若しくは私立の大学の大学院の学生であるときは、授業料を徴収しない。 
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４ 特別研究学生に係る検定料及び入学料は徴収しない。 

５ 特別研究学生の除籍については、本学学部学則の研究生に関する規定を準用する。 

６ 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生については、本学学部学則の特別聴講学

生、科目等履修生、聴講生及び研究生に関する規定を準用する。 

７ 外国人で、留学のため本学に大学院学生、特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴

講生又は研究生として入学する者を外国人留学生という。 

８ 第３項本文、第６項及び第７項の規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要項（昭和

２９年３月３１日文部大臣裁定）に基づき入学する者及び本学と外国の大学等との間において

相互に検定料、入学料及び授業料の不徴収を定めた大学間交流協定（部局間交流協定を含む。）

に基づき入学する者については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。 

第９章 特別の課程 

（履修証明プログラム） 

第４１条の２ 本学に、本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第１０５条に規定する特別

の課程として、大学院科目等履修生高度プログラムその他の履修証明プログラムを編成するこ

とができる。 

２ 前項に定めるもののほか、大学院科目等履修生高度プログラムその他の履修証明プログラム

に関し必要な事項は、別に定める。 

第１０章 学年、学期及び休業日 

（学年等） 

第４２条 学年、学期及び休業日については、本学学部学則の規定を準用する。 

第１１章 教員組織 

（教員組織） 

第４３条 本学大学院を担当する教員は、本学の教授、准教授、講師及び助教とする。 

２ 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の教育研究

は、本学、金沢大学、浜松医科大学、千葉大学及び福井大学の協力により実施する。 

第１２章 研究科委員会等 

（研究科委員会等） 

第４４条 研究科教授会の審議事項のうち、特定の事項について審議を行うため、当該研究科に

研究科委員会等を置くことができる。 

２ 研究科委員会等の組織は、当該研究科の定めるところによる。 

第１３章 国際連携専攻に関する特例 

 （国際連携専攻の設置） 

第４５条 研究科（高等司法研究科を除く。以下同じ。）は、教育上の目的を達成するために必

要があると認める場合には、外国の大学院（国際連合大学を含む。以下同じ。）と連携して教

育研究を実施するための専攻（以下「国際連携専攻」という。）を設けることができる。 

（国際連携教育課程の編成） 

第４６条 国際連携専攻を設ける研究科は、第５条の３及び第５条の４第１項の規定にかかわ

らず、国際連携専攻において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学院（以下「連

携外国大学院」という。）が開設する授業科目を当該研究科の教育課程の一部とみなして、当

該連携外国大学院と連携した教育課程（以下「国際連携教育課程」という。）を編成するもの

とする。 

（共同開設科目） 

第４７条 国際連携専攻を設ける研究科は、第５条の３及び第５条の４第１項の規定にかかわ

らず、連携外国大学院と共同して授業科目を開設することができる。 

２ 国際連携専攻を設ける研究科が前項の授業科目（以下この項において「共同開設科目」と

いう。）を開設した場合、当該国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した

単位は、７単位を超えない範囲で、当該研究科又は連携外国大学院のいずれかにおいて修得

した単位とすることができる。ただし、当該研究科及び連携外国大学院において修得した単

位数が、第４９条第１項及び第２項の規定により当該研究科及びそれぞれの連携外国大学院

において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修

得した単位を当該研究科及び連携外国大学院において修得した単位とすることはできない。 
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 （国際連携教育課程に係る単位の認定等） 

第４８条 国際連携専攻を設ける研究科は、学生が連携外国大学院において履修した国際連携

教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の

履修により修得したものとみなすものとする。 

２ 国際連携専攻を設ける研究科は、学生が連携外国大学院において受けた国際連携教育課程

に係る研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなすものとする。 

（国際連携専攻に係る修了要件） 

第４９条 国際連携専攻の修士課程又は前期課程の修了の要件は第１５条第１項に、同専攻の

医学・歯学・薬学の博士課程を除く博士課程の修了の要件は同条第４項及び第５項に、同専

攻の医学・歯学・薬学の博士課程の修了の要件は同条第６項に、それぞれ定めるもののほ

か、国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院において当該国際連携教育

課程に係る授業科目の履修により１０単位以上を修得することとする。 

２ 前項により国際連携専攻を設ける研究科及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携

教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第８条若しくは第８条の２又は第

４８条第１項の規定により充当することができ、又は修得したものとして認定することができ、

若しくは修得したものとしてみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第８条の

２の規定により修得したものとして認定することができる単位について、国際連携教育課程を

編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。 

（国際連携専攻学生の授業料等） 

第５０条 国際連携専攻の学生のうち、連携外国大学院を主として入学する学生の本学におけ

る検定料、入学料及び授業料については、第３４条本文、第３５条本文及び第３６条第１項

の規定にかかわらず、その全額を徴収しない。 

（その他） 

第５１条 本学則に定めるもののほか、国際連携専攻に係る次の各号に掲げる事項について

は、あらかじめ当該専攻を設ける研究科と連携外国大学院との協議により、別に定める。 

（1） 教育課程の編成に関する事項

（2） 教育組織の編成に関する事項

（3） 入学者の選抜及び学位の授与に関する事項

（4） 学生の在籍の管理及び安全に関する事項

（5） 学生の奨学及び厚生補導に関する事項

（6） 教育研究活動等の状況の評価に関する事項

（7） その他国際連携専攻に関する事項

附 則 

１ この学則は、昭和５０年４月１６日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する。 

（略） 

附 則 

１ この改正は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 薬学研究科創成薬学専攻の修士課程は、改正後の第２条第１項及び第３条第１項の規定にか

かわらず、平成２４年３月３１日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日まで

の間、存続するものとする。 

３ 経済学研究科政策専攻の前期課程は、改正後の第 2 条第 7項の規定にかかわらず、平成２４

年３月３１日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するもの

とする。 

４ 歯学研究科統合機能口腔科学専攻及び分子病態口腔科学専攻並びに薬学研究科分子薬科学

専攻、応用医療薬科学専攻及び生命情報環境科学専攻は、改正後の第３条第１項の規定にかか

わらず、平成２４年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの

間、存続するものとする。 

５ 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科は、改正後の第３条第１項の定に

かかわらず、平成２４年３月３１日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる
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日までの間、存続するものとする。 

附 則 

この改正は、平成２４年５月１６日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２４年５月２８日から施行し、平成２４年度入学者から適用する。 

附 則 

この改正は、平成２４年７月６日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２４年７月１８日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２５年３月３１日現在医学系研究科の修士課程に在学中の者については、改正後の第１

７条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この改正は、平成２５年１２月１８日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 経済学研究科政策専攻は、改正後の第３条第１項の規定にかかわらず、平成２６年３月３１

日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

附 則 

この改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 人間科学研究科グローバル人間学専攻は、改正後の第３条第１項の規定にかかわらず、平成

２８年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続する

ものとする。 

附 則 

この改正は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２８年１０月１９日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２９年３月２１日から施行する。ただし、第２９条、第５０条及び別表の改

正規定は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２９年６月２１日から施行する。 

  附 則 

この改正は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び平成

３１年４月１日以降において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者について

は、改正後の第５条の３、第５条の４第１項、第５条の５第１項、第４６条及び第４７条第１

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 大阪大学博士課程教育リーディングプログラム「生体統御ネットワーク医学教育プログラム」

規程（平成２４年３月２１日制定）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第５条の５」を「第５条の６」に改める。 

附 則 

１ この改正は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 工学研究科生命先端工学専攻、応用化学専攻、精密科学・応用物理学専攻、知能・機能創成

工学専攻、機械工学専攻、マテリアル生産科学専攻、電気電子情報工学専攻及び環境・エネル

ギー工学専攻は、改正後の第３条第１項の規定にかかわらず、令和２年３月３１日に当該専攻
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に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。 

附 則 

 この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 文学研究科文化形態論専攻、文化表現論専攻及び文化動態論専攻並びに言語文化研究科言語

文化専攻、言語社会専攻及び日本語・日本文化専攻は、改正後の第３条第１項の規定にかかわ

らず、令和４年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、

存続するものとする。 

３ 改正後の別表の規定にかかわらず、令和４年度及び令和５年度の次表の左欄に掲げる研究科

専攻及び全研究科の収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ対応右欄のとおりとする。 

左欄 右欄 

研究科名 専攻名 令和４年度 令和５年度 

博士課

程の前

期課程 

博士課

程の後

期課程 

収容定

員 

博士課

程の後

期課程 

収容定

員 

人文学研

究科 

人文学 

言語文化学 

外国学 

日本学 

芸術学 

計 

47 

32 

25 

40 

17 

161 

14 

15 

11 

18 

7 

65 

226 28 

30 

22 

36 

14 

130 

452 

経済学研

究科 

経済学 

経営学系 

計 

105 

61 

166 

－ 

－ 

－ 

－ － 

－ 

－ 

－ 

合計 4,245 2,971 7,216 3,036 7,442 

４ 令和４年３月３１日現在在学中の者については、改正後の第６条第４項及び第５項の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

５ 前項の場合において、改正前の第６条の適用については、同条第４項中「グローバルイニシ

アティブ科目」の次に「国際交流科目」を加えるものとし、同条第５項中「及びグローバルイ

ニシアティブ科目」とあるのは、「、グローバルイニシアティブ科目及び国際交流科目」と読

み替えるものとする。

附 則 

この改正は、令和４年８月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定にかかわらず、令和５年度の次表の左欄に掲げる研究科専攻及び全研究

科の収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ対応右欄のとおりとする。 

左欄 右欄 

研究科名 専攻名 

令和 5 年度 

博士課程の 

前期課程 
収容定員 

薬学研究科 創成薬学 

計 

90 

90 

190 

合計 4,346 7,382 

附 則 

１ この改正は、令和６年４月１日から施行する。 
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２ 改正後の別表の規定にかかわらず、令和６年度の次表の左欄に掲げる研究科専攻及び全研

究科の収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ対応右欄のとおりとする。 

左欄 右欄 

研究科名 専攻名 

令和６年度 

博士課程の 

前期課程 
収容定員 

大阪大学・金

沢大学・浜松

医科大学・千

葉大学・福井

大学連合小

児発達学研

究科 

小児発達学 

計 

15 

15 

60 

合計 4,301 7,402 

附 則 

この改正は、令和６年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この改正は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和７年３月３１日現在国際公共政策研究科の博士課程の後期課程に在学中の者につい

ては、改正後の第１７条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表の規定にかかわらず、令和７年度から令和９年度までの薬学研究科及び全研

究科の収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ次表に掲げるとおりとする。 

研究科名 専攻名 令和７年度 令和８年度 

博士課程の

後期課程、

薬学の博士

課程 

収容定

員 

博士課程の

後期課程、

薬学の博士

課程 

収容定

員 

薬学研究科 創成薬学 

医療薬学 

計 

48 

49 

97 

127 36 

58 

94 

124 

合計 3,098 7,414 3,095 7,411 

研究科名 専攻名 令和９年度 

博士課程の

後期課程、

薬学の博士

課程 

収容定

員 

薬学研究科 創成薬学 

医療薬学 

計 

24 

67 

91 

121 

合計 3,092 7,408 

附 則 

１ この改正は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び令和

８年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者について

は、改正後の第１１条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表の規定にかかわらず、令和８年度及び令和９年度の医学系研究科及び全研究

科の収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ次表に掲げるとおりとする。 

研究科名 専攻名 令和８年度 令和９年度 

修士課程、 博士課程の 収容定 博士課程の 収容定
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博士課程の

前期課程 

後期課程、

医学の博士

課程 

員 後期課程、

医学の博士

課程 

員 

医学系研究

科 

医学 

医科学 

保健学 

計 

－ 

40 

182 

222 

688 

－ 

72 

760 

982 688 

－ 

75 

763 

1,005 

合計 4,336 3,098 7,434 3,098 7,454 

附 則 

１ この改正は、令和９年４月１日から施行する。 

２ 情報科学研究科情報数理学専攻、コンピュータサイエンス専攻、情報システム工学専攻、情

報ネットワーク学専攻、マルチメディア工学専攻及びバイオ情報工学専攻は、改正後の第３条

第１項の規定にかかわらず、令和９年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学し

なくなる日までの間、存続するものとする。 

３ 改正後の別表の規定にかかわらず、令和９年度及び令和１０年度の次表の左欄に掲げる研究

科専攻及び全研究科の収容定員並びに収容定員合計は、それぞれ対応右欄のとおりとする。 

研究科名 専攻名 令和９年度 令和１０年度 

博士課程の

前期課程 

博士課程の

後期課程 

収容定

員 

博士課程の

後期課程 

収容定

員 

情報科学

研究科 

情報科学 

情報基礎数学 

計 

148 

－ 

172 

38 

－ 

53 

225 76 

－ 

91 

411 

合計 4,208 3,022 7230 3,060 7,428 

別表 

大学院収容定員表 

研究科名 専攻名 

修士課程、博士

課程の前期課程

又は法科大学院

の課程 

博士課程の後期

課程、医学・歯

学・薬学の博士

課程又は生命機

能研究科の博士

課程 

収容 

定員 

１年当 
収容 

定員 
１年当 

収容 

定員 

人文学研究科 

人文学 47 94 14 42 

517 

言語文化学 32 64 15 45 

外国学 25 50 11 33 

日本学 40 80 18 54 

芸術学 17 34 7 21 

計 161 322 65 195 

人間科学研究科 
人間科学 89 178 42 126 

304 
計 89 178 42 126 

法学研究科 
法学・政治学 35 70 12 36 

106 
計 35 70 12 36 

経済学研究科 

経済学 55 110 20 60 

241 経営学系 28 56 5 15 

計 83 166 25 75 

理学研究科 
数学 32 64 16 48 

910 
物理学 68 136 33 99 
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化学 60 120 30 90 

生物科学 54 108 23 69 

高分子科学 24 48 11 33 

宇宙地球科学 28 56 13 39 

計 266 532 126 378 

医学系研究科 

医学 － － 172 688 

1,008 
医科学 20 40 － － 

保健学 101 202 26 78 

計 121 242 198 766 

歯学研究科 
口腔科学 40 160 

160 
計 40 160 

薬学研究科 

創成薬学 15 30 20 60 

130 医療薬学 － － 10 40 

計 15 30 30 100 

工学研究科 

生物工学 63 126 12 36 

2,174 

応用化学 97 194 26 78 

物理学系 72 144 19 57 

機械工学 96 192 23 69 

マテリアル生産科学 118 236 31 93 

電気電子情報通信工学 141 282 30 90 

環境エネルギー工学 82 164 16 48 

地球総合工学 104 208 23 69 

ビジネスエンジニアリング 38 76 4 12 

計 811 1,622 184 552 

基礎工学研究科 

物質創成 113 226 31 93 

744 
機能創成 59 118 15 45 

システム創成 95 190 24 72 

計 267 534 70 210 

国際公共政策研

究科 

国際公共政策 19 38 11 33 

133 比較公共政策 16 32 10 30 

計 35 70 21 63 

情報科学研究科 

情報科学 148 296 38 114 

449 情報基礎数学 12 24 5 15 

計 160 320 43 129 

生命機能研究科 
生命機能 55 275 

275 
計 55 275 

高等司法研究科 
法務 80 240 

240 
計 80 240 

大阪大学・金沢

大学・浜松医科

大学・千葉大

学・福井大学連

合小児発達学研

究科 

小児発達学 15 30 15 45 

75 

計 15 30 15 45 

合計 2,138 4,356 923 3,110 7,466 
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大阪大学大学院学則の改正事項 
 
 
【第３条】 
 ・情報科学研究科情報数理学専攻、コンピュータサイエンス専攻、情報システム工学専攻、

情報ネットワーク学専攻、マルチメディア工学専攻及びバイオ情報工学専攻の廃止、情
報科学専攻の新設、所要の改正を行う。 

 
【大学院収容定員表】 
 ・上記改正（R9.4.1）に伴う入学定員及び収容定員の変更 
  

 
 

以上 
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大阪大学大学院学則の一部改正（案） 

現 行 改  正（案） 

（略） 

（研究科、専攻及び課程）

第３条 本学大学院に置く研究科、専攻及びその課程は、次表に掲げるとお

りとする。

研究科名 専攻名 課程の別

（略） （略） （略）

情報科学研究

科

情報基礎数学、情報数理学、コンピュータ

サイエンス、情報システム工学、情報ネッ

トワーク学、マルチメディア工学、バイオ

情報工学

博士課程

（略） （略） （略）

２ （略）

（略）

 （収容定員）

第４０条 本学大学院の収容定員は、別表のとおりとする。

（略）

（略） 

（同左）

第３条 同左

研究科名 専攻名 課程の別

（略） （略） （略）

情報科学研究

科

情報科学、情報基礎数学 博士課程

（略） （略） （略）

２ （略） 

（略） 

 （同左）

第４０条 同左

（略） 

附 則 

１ この改正は、令和９年４月１日から施行する。 

２ 情報科学研究科情報数理学専攻、コンピュータサイエンス専攻、情報シ

ステム工学専攻、情報ネットワーク学専攻、マルチメディア工学専攻及び

バイオ情報工学専攻は、改正後の第３条第１項の規定にかかわらず、令和
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別表 

  大学院収容定員表 

研究科名 専攻名 修士課程、博士課

程の前期課程又は

法科大学院の課程 

博士課程の後期課

程、医学・歯学・薬

学の博士課程又は

生命機能研究科の

博士課程 

収容定

員 

１年当 収容定 １年当 収容定

９年３月３１日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日ま

での間、存続するものとする。 

３ 改正後の別表の規定にかかわらず、令和９年度及び令和１０年度の次表

の左欄に掲げる研究科専攻及び全研究科の収容定員並びに収容定員合計

は、それぞれ対応右欄のとおりとする。 

左欄 右欄 

研究科

名 

専攻名 令和９年度 令和１０年度 

博士課

程の前

期課程 

博士課

程の後

期課程 

収容

定員 

博士課

程の後

期課程 

収容

定員 

情報科

学研究

科 

情報科学 

情報基礎数学 

計 

148 

－ 

172 

38 

－ 

53 

225 76 

－ 

91 

411 

合計 4,208 3,022 7230 3,060 7428 

別表 

大学院収容定員表 

研究科名 専攻名 修士課程、博士課

程の前期課程又は

法科大学院の課程 

博士課程の後期課

程、医学・歯学・薬

学の博士課程又は

生命機能研究科の

博士課程 

収容定

員 

１年当 収容定 １年当 収容定
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員 員 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

情報科学

研究科 情報基礎

数学 

情報数理

学 

コンピュ

ータサイ

エンス

情報シス

テム工学

情報ネッ

トワーク

学 

マルチメ

ディア工

学 

バイオ情

報工学 

計 

12 

20 

26 

26 

26 

26 

24 

160 

24 

40 

52 

52 

52 

52 

48 

320 

5 

5 

6 

7 

7 

7 

6 

43 

15 

15 

18 

21 

21 

21 

18 

129 

449 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

合計 2,138 4,356 923 3,110 7,466 

員 員 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

情報科学

研究科 

情報科学 

情報基礎

数学 

計 

148 

12 

160 

296 

24 

320 

38 

5 

43 

114 

15 

129 

449 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

合計 2,138 4,356 923 3,110 7,466 
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大阪大学大学院情報科学研究科教授会規程

第１条  大阪大学大学院情報科学研究科教授会（以下「教授会」という。）は、大阪大学 

大学院情報科学研究科に置かれる基幹講座の専任教授及び協力講座の教授（以下「構成員」

という。）をもって組織する。

２ 教授会が必要と認めたときは、前項に規定する以外の者を教授会の構成員に加えるこ

 とができる。

第２条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。

２ 研究科長に支障のあるときは、評議員がその職務を代行する。

３ 研究科長以外の構成員は、会議の目的である事項を示して、研究科長に教授会の招集 

を求めることができる。

第３条 教授会を招集するときは、あらかじめその目的である事項を構成員に通知するも

のとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第４条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法令 

又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。

２ 海外渡航中により欠席の者及び休職中の者は前項に定める定足数から除外する。

第５条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議 

長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限り

でない。

第６条 一時の事故のため教授会に欠席する者は、会議の目的である事項について、あら 

かじめ封書による意見書を研究科長に委託することができる。

第７条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会において、その確認を 

得なければならない。

第８条 教授会から委託された審議事項を審議するため、教授会に代議員会又は専門委員

 会等（以下「代議員会等」という。）を置き、代議員会等の議決をもって、教授会の議 

決とすることができる。

２ 代議員会等に関し必要な事項は、別に定める。

第９条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定め 

る。

附 則

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則
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この改正は、令和７年１１月１日から施行する。
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